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行
為
能
力
の
準
拠
法
に
対
す
る
取
引
保
護
の
例
外
は
、
古
く
自
然
人
の
行
為
能
力
に
関
す
る
一
八
八
一
年
六
月
二
二
日
の
連
邦
法
に
す
で

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
外
国
人
の
行
為
能
力
は
、
原
則
と
し
て
、
本
国
法
に
よ
る
が
(
第
一

O
条
第
二
項
)
、
本
国
法
に
よ

り
行
為
能
力
を
有
し
な
い
外
国
人
が
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
義
務
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
ス
イ
ス
法
に
よ
れ
ば
行
為
能
力
を
有
し
て
い
た
限
り

に
お
い
て
、
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
(
同
条
第
三
項
)
。
こ
の
よ
う
な
内
国
取
引
保
護
の
規
定
は
、

N
A
G第
七
b
条
に
も
引
き
継
が
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R
G
の
試
案
に
お
い
て
は
、
自
然
人
の
行
為
能
力
は
、
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
規
定
さ
れ
る
と
共
に
(
試
案
第
三

三
条
第
一
項
)
、
た
と
え
常
居
所
地
法
に
よ
り
、
行
為
能
力
を
有
し
な
い
場
合
と
い
え
ど
も
、
行
為
地
法
に
よ
れ
ば
行
為
能
力
を
有
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
行
為
無
能
力
を
主
張
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
(
試
案
第
三
四
条
第
一
項
)
。
す
な
わ
ち
、
内
国
取
引
保
護

は
、
一
般
的
取
引
保
護
に
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
草
案
以
降
に
お
い
て
は
、
行
為
能
力
は
、
原
則
と
し
て
、
住
所
地
法
に
よ
る
が

(
I
P

R
G
第
三
五
条
)
、
住
所
地
国
以
外
の
固
に
お
い
て
行
っ
た
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
取
引
保
護
が
規
定
さ
れ
て
い
る

(
I
P
R
G
第

(m) 

三
六
条
第
一
項
)
。

と
こ
ろ
で
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
上
の
法
律
行
為
な
ら
び
に
不
動
産
物
権
に
関
す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
、
取
引
保
護
を
適
用
し
な
い

I
P
R
G
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
(
第
三
六
条
第
二

こ
と
は
、

す
で
に

N
A
G
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
(
第
七
b
条
但
書
)
、

北法40(3・129)601
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項
)
。
と
こ
ろ
が
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
新
た
に
、
当
該
法
律
行
為
の
相
手
方
が
、
行
為
無
能
力
を
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
知
る
べ
き

で
あ
っ
た
場
合
に
も
、
取
引
保
護
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
第
三
六
条
第
一
項
但
書
)
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
取
引
に
お
け

る
信
頼
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
能
力
を
有
す
る
か
否
か
の
調
査
義
務
を
、
相
手
方
当
事
者
に
課
す
も
の
で
は
な
い
。

次
に
、
夫
婦
財
産
関
係
に
お
け
る
取
引
保
護
は
、
行
為
地
法
で
は
な
く
、
行
為
時
に
お
け
る
夫
婦
の
住
所
地
法
の
適
用
に
よ
り
、
実
現
が

図
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に

N
A
G
に
お
い
て
も
、
夫
婦
の
財
産
関
係
は
、
原
則
と
し
て
、
最
初
の
婚
姻
住
所
地
法
に
よ
る
が
(
第
一
九
条
第

一
項
)
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
の
都
度
の
婚
姻
住
所
地
訟
に
よ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
(
同
条
第
二
項
)
。
こ
れ
に

対
し
て
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
取
引
保
護
は
、
と
り
わ
け
法
選
択
が
あ
っ
た
場
合
に
、
重
要
性
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
が
選
択
さ
れ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
共
通
住
所
地
法
が
選
択
さ
れ
た
場
合
に
も
、
一
方
ま
た
は
双
方
の
住
所
変
更
に

よ
り
、
現
実
の
住
所
地
法
と
選
択
さ
れ
た
法
と
の
不
一
致
を
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
(
第
五
三
条
第
三
項
参
照
)
。
そ
こ
で
、

I
P
R
G
は
、
次

の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「
配
偶
者
の
一
方
と
第
三
者
と
の
聞
の
法
律
関
係
に
対
す
る
夫
婦
財
産
制
の
効
力
は
、
当
該
配
偶
者
が
法
律
関
係
成
立

の
時
点
に
住
所
を
有
す
る
地
の
国
の
法
に
よ
る
」
(
第
五
七
条
第
一
項
)
。
但
し
、
第
三
者
が
法
律
関
係
成
立
の
時
点
に
お
い
て
、
夫
婦
財
産

ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
取
引
保
護
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
(
同
条
第
二
項
)
。
こ
の
よ

論

関
係
の
準
拠
法
を
知
っ
て
い
た
か
、

う
な
夫
婦
財
産
関
係
に
お
け
る
取
引
保
護
の
適
用
排
除
は
、

N
A
G
に
お
い
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、

行
為
能
力
の
場
合
と
同
様
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
規
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
、
夫
婦
財
産
関
係
の
準
拠
法
を
調
査
す
る

義
務
を
負
わ
せ
る
趣
旨
で
は
な
い
。

(
山
)
前
述
H
5
山
お
よ
び
注
(
山
)
参
照
。

(m)
∞
。
仲
良
宮
一
戸
白
・
白
・
。
-
w
h

〉
ロ
ヨ
(
吋
)
・

ω
戸
内
一

ω
n
E
E∞σ
q
-
n
Z
L・白・
0
・w
〉
ロ
ヨ
・
(
ご
い
山
・
呂
町
な
お
、
試
案
第
三
三
条
に
お
け
る
常
居
所
地

北法40(3・130)602
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法
の
適
用
に
対
し
て
は
、
濫
用
の
虞
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
多
か
っ
た
た
め
、
草
案
以
降
で
は
、
住
所
地
法
の
適
用
に
代
え
ら
れ
た
。
∞
O
門印

n
g
p

白
・
白
・
。
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
吋
。
一
一
昨
巾
ロ
ロ
ロ
間
口
田
町
ヨ
巾
P
白
・
白
・
。
・
〉
ロ
ヨ
・

(ωω)
・
ω
広
町
内
(
同
州
巾
柱
。
口
出
-woロ『巾日ロ
N
-

目、
ω・〉口町田
Fnvgσ
巾げ
α
E
mロ

-s自
己
】
叩
窓
口
円
山
田
君
g
mロ)・

(
山
)
〉
B
一
回
ロ
ロ
・

ω、吋閉山(冨∞∞)・

ω
-
E
H
一
ωnF45ロ
己
巾
円
(
円
何
回
戸
協
同
ロ
ロ
旬
開
ハ
♀
Z
G
E
Zヨ
ア
由
・
白
・
。
-w
〉
ロ
ヨ
・
(
巴
∞
)
噂

ω
∞
印
円
な
お
、
報
告
書
お
よ

び
理
白
書
は
、

Z
G
B第
三
条
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
法
律
効
果
が
人
の
善
意
を
要
件
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
善
意
の
存
在
は

推
定
さ
れ
る
(
第
一
項
)
。
従
っ
て
、
行
為
無
能
力
を
主
張
す
る
者
は
、
相
手
方
当
事
者
が
善
意
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
∞
2
R
F
E
Y
白・白・

9
・〉
2
5・
(
3
・
ω・
ロ
円
二
山

n
y
z
g
σ
R
W
E
L
F
白・

0
・w
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)λ
凶・

2
・
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
新
た
な
例
外
の
追
加
に
対
し
て
は
、
批
判
が
多
か
っ
た

o
p色一
E
mロ白
F
B巾
F
白
・
由
。
・
〉
ロ
B

3

5
・
ω
-
E由
民
・
(
口
三
戸
山
富
田
白
ロ

5
・

ω
門
町
毛
色
N
巾
『
一
印
円
町
句
〉
ロ
者
同
ロ
凹
〈
巾
吋
σ同
ロ
門
戸
回
白
ロ
w-巾
ミ
巾
円
包
口
一
関
口
口
m-
〈
0
8ユ)・

(
問
)
〈
mu・
ωnyDMN仏
巾
♂
白
血
。
ニ
〉
ロ
ヨ
・
(
印
ω)uω
・
8
・

(m)
理
由
書
は
、
第
五
七
条
第
二
項
が
行
為
能
力
に
関
す
る
第
三
六
条
に
対
応
し
て
い
る
と
す
る
。
回
。

g
n
E
F
白
白
0
・
w

〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)

w

∞
-
E・し

か
し
、
行
為
能
力
に
お
け
る
取
引
保
護
が
行
為
地
法
を
指
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
取
引
保
護
が
住
所
地
法
を
指
定
し

て
い
る
点
に
着
目
し
て
、
両
者
の
不
一
致
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。
。
・

2
R
E
q
-
豆
島
5
回一。
P

E
一円、何回己的釦ロロ
R
町内。

=c門H
Z
E
E
-
田
-E-c
・

〉
ロ
ヨ
・
(
民
)
・

ω-HE-
な
お
、
試
案
第
九
四
条
は
、
相
続
に
つ
い
て
も
、
第
三
者
、
す
な
わ
ち
相
続
債
権
者
の
保
護
を
規
定
し
て
い
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
棺
続
財
産
お
よ
び
相
続
人
の
相
続
債
務
に
対
す
る
責
任
は
、
原
則
と
し
て
相
続
の
準
拠
法
に
よ
る
が
(
第
一
項
)
、
被
相
続
人
の
最
後
の

住
所
地
法
に
よ
り
、
そ
れ
以
上
の
相
続
財
産
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
の
適
用
が
留
保
さ
れ
る
(
第
二
項
)
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

で
も
、
法
選
択
に
対
す
る
取
引
保
護
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
不
明
確
で
あ
り
、
か
つ
債
権
者
を
不
当
に

保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
草
案
以
降
は
削
除
さ
れ
た
。
回
。
仲
田
ny白内グ由・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
噌

ω・
巴
町
一
宮
巾
-
-
ロ
ロ
関
口
田
町

Bgw白・白・
0
・・〉ロヨ・

(ωω)
・
ωωNH
『・(〈白己円
H
C
E
の
巾
ロ
夕
、
少
己
口
一
円
白
ロ
回
同
ロ
ロ
巾
w

口
町
巾
円
昨
日
。
ロ
門
凶
巾
円
巾
ny巾
Hln町内山田弘巾の巾ロ夕、叩)目
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在
外
自
国
民
を
い
か
に
保
護
す
る
か
、
こ
れ
は
ス
イ
ス
に
と
っ
て
、

北法40(3・132)604

そ
の
数
の
多
さ
か
ら
み
て
も
、
在
留
外
国
人
の
取
扱
と
同
様
に
重
要

論

な
問
題
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に

N
A
G
に
お
い
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
関
す
る
一
章
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
般
原
則

に
よ
る
と
、
在
外
ス
イ
ス
人
は
、
「
外
国
の
立
法
に
よ
り
外
国
法
に
服
さ
な
い
場
合
に
は
、
本
籍
カ
ン
ト
ン
の
法
お
よ
び
裁
判
管
轄
に
服
す
る
」

と
規
定
さ
れ
て
い
た
(
第
二
八
条
)
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
の
解
釈
は
争
わ
れ
て
い
た
。
連
邦
裁
判
所
の
判
例
お
よ
び
一
部
の
学
説
に
よ
る
と
、

こ
の
規
定
は
、
住
所
地
の
国
際
私
法
が
自
国
法
を
指
定
し
て
い
る
場
合
を
例
外
と
し
て
、
直
接
に
本
国
実
質
法
を
指
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ

{
叩
)

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
学
説
は
、
こ
れ
を
包
括
的
指
定
と
解
し
て
、
住
所
地
の
国
際
私
法
が
全
面
的
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
規
定
は
、
元
来
は
、
住
所
地
の
国
際
私
法
が
ス
イ
ス
法
を
指
定
し
た
場
合
に
、
準
国
際
私
法
と
し
て
、
ど
の
カ
ン
ト
ン
の

ま
た
、
在
外
ス
イ
ス
人
は
、
国
際
私
法
を
も
含
め
て
、
全
面
的
に
住
所
地
法
に
服
す

法
に
よ
る
か
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、

(m) 

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

Z
G
B
の
施
行
に
伴
う

N
A
G
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
在
留
外
国
人
の
婚
姻
お
よ
び
離
婚
に
つ
い
て
、
本

国
法
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
婚
姻
お
よ
び
離
婚
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
住
所
地
国
際
私
法
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

(
問
)

ず
、
無
条
件
に
ス
イ
ス
の
本
籍
地
の
管
轄
お
よ
び
ス
イ
ス
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
た
(
第
七
d
条
、
第
七

g
条
第
一
項
・
第
二
項
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
二
年
お
よ
び
一
九
七
六
年
の

N
A
G
の
改
正
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
養
子
縁
組
な
ら
び
に

親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
の
本
籍
地
の
管
轄
お
よ
び
ス
イ
ス
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
際
に

は
、
様
々
の
条
件
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
在
外
ス
イ
ス
人
を
養
親
と
す
る
養
子
縁
組
は
、
そ
も
そ
も
住
所
地
国
に
お
い
て
、
そ

れ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
ス
イ
ス
の
本
籍
地
の
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
ス
イ
ス
の
養
子
縁
組

民
ベ
附

ωJ

が
住
所
地
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
子
に
重
大
な
不
利
益
を
及
ぽ
す
場
合
に
は
、
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
(
第
八

a
条
第
二
項
)
。

更
に
、

し
か
し
、

ス
イ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
る
限
り
、
養
子
縁
組
の
要
件
お
よ
び
効
力
は
、

ス
イ
ス
法
に
よ
る
(
第
八
b
条)。



ま
た
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
に
つ
い
て
も
、
そ
も
そ
も
住
所
地
国
が
自
国
の
管
轄
を
否
定
す
る
場
合
に
限
り
、

子
ま
た
は
親
の
一
方
の
本
籍
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
と
さ
れ
る
(
第
八

d
条
第
二
項
)
。
し
か
も
、
「
他
の
固
と
の
関
係
が
優

越
的
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
国
が
ス
イ
ス
の
裁
判
管
轄
を
承
認
し
な
い
場
合
し
に
は
、
こ
こ
で
も
ス
イ
ス
の
管
轄
は
否
定
さ
れ
る
(
同
条
第
三

項
)
。
更
に
、
準
拠
法
に
つ
い
て
も
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
限
り
、
原
則
と
し
て
、
ス
イ
ス
法

が
適
用
さ
れ
る
が
(
第
八

e
条
第
二
項
)
、
な
お
か
つ
「
他
の
国
と
の
関
係
が
優
越
的
で
あ
る
場
合
」
に
は
、
こ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
(
同

条
第
三
項
)
。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

以
上
の
よ
う
に
、

N
A
G
の
規
定
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
を
反
映
し
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
取
扱
に
つ
い
て
、
統
一
を
欠
い
て
い
た
。
す

一
般
原
則
は
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
し
、
婚
姻
法
と
親
子
法
の
間
で
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
す
る
保
護
の
程
度
が
異
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

な
わ
ち
、

(m)(m)
こ
れ
ら
の
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
回
三
回
与
え
グ
白
・
白
・

0
・w
〉
ロ
ヨ
(
吋
)
・

ω
・
8
一
ω
n
z
z
g
σ
q
-
n
z
-
白・白・

0
・w
〉ロ
B
(叶
)wω
・
銭
円
一

〈一印門町巾円¥〈
O
口
百
白
ロ
g
w
白・国・

0
・・〉ロヨ・

(
N
5
・
ω
ω
A山町・一〉・

ω
円
}
g
x
N
m
n
出回口門
g
z
n
y
円
四
巾
回
目
司
一
戸
回
出
-
F
品・〉
C
2
・
2
5
3
・
ω
-
N
呂
町
・
一
司
・

〉
・
戸
丘
一
〈
タ

NC
切
の
開
∞
H
H
H
H
円
一
口
一
一
山
』
目
見
(
昌
一
山
印
)
・
∞
-N印
N
R
-
一
円
・
開
・
何
回
同
町
向
巾
σ
W
F白-。目白円
)
U
E
門
同
一
己
巾
出
口
一
円
出
色
白
出
巾
的
防
-
d
守旧ロ
m

阿巾
H-mロ
4
巾ユロ

門田巾て白吋片山口]巾

N∞
n
y
-
N
a巾
-
白
-
。
一
同
m

山門】巾叶釦}巾己ロ

N日
』
口
一
口
]
{
∞
由
一
戸
田
口
「
]
巾
印
円
同
℃
匂
。
三
回
色
町
弘
司
。
芹
巳
〈
ロ
仏
巾
凹
の
{
円
。
可
巾
ロ
印

mA竹内
凶

σ
ロ明。
cmMロ凹
2
0
5円-

E
一
回
り
巾
印
仲
間
門
町
丘
町
伴
内
ロ
門
出
血
ロ
印
戸
巾
岩
田
一
色
(
冨
印
ω)
・
ω
・
ω印
也
氏
一
一
回

F
g司白
5
・河巾ロ〈
o-HN虫、一回目
g
a
v
-
-口一一司巾∞
g
n
uユ
片
岡
ロ
円
出
血
ロ
凹
司
E
R印nym

(HSN)wω
・
ロ
由
民
・
代
表
的
な
判
例
と
し
て
は
、
切
の

ω・品・

5
m
N
・
切
の
何
斗
∞
ロ

M
O
O
-
ω
-
N
S
町内・一切の

N-N
・
呂
田
・
切
の
MW
巴
ロ
ロ
・

ω
-
N
Z
ち

な
み
に
、
一
八
八
七
年
の

N
A
G
草
案
第
二

O
条
に
よ
る
と
、
「
外
国
に
住
所
を
有
す
る
ス
イ
ス
国
民
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
の
立
法

に
よ
り
本
国
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
:
:
:
当
該
国
民
の
本
籍
カ
ン
ト
ン
の
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
本
条

の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
∞
巴
(
同
∞
∞
吋
l
l

回目)・

ω
-
H
M
品
問
・
ま
た
、
最
終
草
案
の
理
由
書
に
よ
る
と
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
関
す
る

N
A
G第
二
章

の
諸
規
定
は
、
「
外
国
の
立
法
に
服
さ
な
い
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
:
:
:
確
固
た
る
規
範
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
在
外
国
民
の
も
っ
と
も
な
訴
え
を
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説

救
済
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
∞
盟

(
5
2
昌)・

ω・印
S
・
こ
の
よ
う
な
立
法
の
経
緯
か
ら
は
、
後
説
の
方
が
妥
当

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
両
説
の
実
際
上
の
結
果
は
、
転
致
を
認
め
る
か
否
か
の
点
で
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

(
問
)
ち
な
み
に
、
前
述
・
注
(
山
)
の
一
八
七
四
年
の
連
邦
法
は
、
婚
姻
挙
行
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
婚
姻
当
事
者
の
住
所
地
ま
た
は
本
籍
地
の

管
轄
を
規
定
し
て
い
た
(
第
二
九
条
)
。
ま
た
、
離
婚
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
し
な
い
夫
婦
は
、
夫
の
本
籍
地
ま
た
は
最
後
の
住
所
地

に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
(
第
四
三
条
第
二
項
)
。
従
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
は
、

在
外
ス
イ
ス
人
の
婚
姻
お
よ
び
離
婚
に
つ
い
て
管
轄
を
有
し
て
い
た
。

(
則
)
但
し
、
前
述
・
注
(
山
)
の
ハ

1
グ
条
約
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
本
国
の
管
轄
に
対
す
る
制
限
は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
(
第
三
条
第
一

項
b
号)。

(
胤
)
な
お
、
こ
の
よ
う
な
管
轄
お
よ
び
準
拠
法
の
例
外
は
、
在
留
外
国
人
の
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
の
訴
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
後
述
m
2
参
照
。

吾辺、

日間

(2) 

I
P
R
G
 

I
P
R
G
の
試
案
第
三
条
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
す
る
ス
イ
ス
の
管
轄
に
つ
い
て
、

外
ス
イ
ス
人
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
が
通
常
の
管
轄
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、
外
国
に
お
け
る
訴
も
し
く
は
申
立
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
、

ま
た
は
手
続
が
合
理
的
に
期
待
し
え
な
い
と
き
に
は
、
本
籍
地
ま
た
は
最
後
の
住
所
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
も
し
く
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
。

一
般
原
則
を
定
め
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
在

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
草
案
以
降
、
削
除
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
現
在
の

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
関
す
る
一
般

(
閉
山
)

規
定
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
第
三
条
は
、
試
案
の
第
三
条
と
同
様
に
、
外
国
に
お
け
る
手
続
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
合
理
的
に
期
待

で
き
な
い
場
合
に
は
、
事
案
と
十
分
な
関
係
を
有
す
る
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
も
し
く
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
と
定
め
る
が
、
こ
の
よ
う
な

(
悶
)

緊
急
管
轄
の
規
定
は
、
特
に
在
外
ス
イ
ス
人
だ
け
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
重
国
籍
者
に
つ
い
て
は
、
専

ら
ス
イ
ス
国
籍
だ
け
が
管
轄
の
基
準
と
な
る
が
(
第
二
三
条
第
一
項
)
、
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も

I
P
R
G
に
お
い
て
、
本
国
(
本
籍
地
)
の
管
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

轄
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
だ
け
、
意
味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
個
々
の
管
轄
規
定
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、

I
P
R
G
の
規
定
を
個
別
に
見
る
と
、
家
族
法
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
本
国
(
本
籍
地
)
の
管
轄
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
但
し
、
ほ
と
ん
ど
の
規
定
は
、
住
所
地
な
い
し
常
居
所
地
に
お
け
る
手
続
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
合
理
的
に
期
待
で
き

な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
種
の
緊
急
管
轄
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
(
第
四
七
条
)
、
夫

婦
財
産
制
(
第
五
一
条
b
号
・

c
号
)
、
離
婚
・
別
居
(
第
六

O
条
、
第
六
二
条
第
一
項
、
第
六
三
条
第
一
項
、
第
六
四
条
第
一
項
)
、
出
生

に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
(
第
六
七
条
)
、
認
知
の
取
消
(
第
七
一
条
第
三
項
)
、
養
子
縁
組
(
第
七
六
条
)
お
よ
び
養
子
縁
組
の
取
消
(
第

七
五
条
第
二
項
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
離
婚
・
別
居
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
の
み
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
詳
細
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
に
お
け
る
訴
提
起
が
合
理
的
に
期
待
で
き
な
い
状
況
と
は
、
外
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
内
容
に
も
関
係
し
て
く
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
離
婚
の
要
件
お
よ
び
効
力
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
離
婚
の
要
件
が
異
常
に
厳
格
で
あ
り
、
実
質
上
、
離
婚
禁

止
と
異
な
ら
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
お
よ
そ
耐
え
難
い
ほ
ど
長
い
待
婚
期
聞
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
離
婚

の
効
力
が
現
実
の
利
害
状
況
に
全
く
対
応
し
な
い
場
合
も
、
緊
急
管
轄
の
要
件
を
充
た
す
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
公
序
条
項
は
、

(
胤
)

何
等
救
済
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
公
序
条
項
は
、
ス
イ
ス
の
管
轄
を
発
生
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
緊
急
管
轄
に
関
す
る

規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
説
明
は
見
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
、
当
事
者
の
権
利
保
護
の
制
度
が
当
該
外
国
に
存
在
し
な
い

(
国
)

か
、
ま
た
は
、
そ
れ
に
等
し
い
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
婚
姻
挙
行
(
第
四
三
条
第
一
項
)
お
よ
び
親
子
関
係
の
効
力
(
第
八

O
条
)
に
お
い
て
は
、
無
条
件
に
本
国
(
本
籍
地
)

の
管
轄
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
、
両
者
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
婚
姻
挙
行
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
当

事
者
の
一
方
が
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
か
、
ま
た
は
ス
イ
ス
国
民
で
あ
れ
ば
、
ス
イ
ス
と
の
関
係
は
、
十
分
に
強
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
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説

れ
に
対
し
て
、
親
子
関
係
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
扶
養
判
決
・
決
定
の
承
認
執
行
に
関
す
る
一
九
七
三
年
一

O
月
二
日
の
ハ
!
グ
条
約
の
間

(
揃
)

接
管
轄
の
規
定
に
同
調
さ
せ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
相
続
に
関
し
て
は
、
住
所
地
国
の
機
関
が
手
続
を
行
わ
な
い
場
合
(
第
八
七
条
第
一
項
)
、
お
よ
び
、
在
外
ス
イ

ス
人
自
身
が
ス
イ
ス
所
在
の
財
産
ま
た
は
全
財
産
に
つ
い
て
、
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
、
ス
イ
ス
の
管
轄
も
し
く
は
ス
イ
ス
法
の
適

用
を
指
定
し
た
場
合
(
同
条
第
二
項
、
前
述
H
叩
)
に
は
、
本
籍
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は
、
住
所
地
国
に
お
け
る
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
相
続
手
続
の
空
白
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
住
所
地
国
の
機
関
が

自
国
領
土
内
に
所
在
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
み
、
相
続
を
開
始
し
、
ス
イ
ス
ま
た
は
第
三
国
に
所
在
す
る
財
産
を
無
視
す
る
場
合
、
更
に
は
、

住
所
地
国
の
機
関
が
事
実
上
、
手
続
を
開
始
し
な
い
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
住
所
地
国
の
機
関
が
同
意
す
る
限
り
で
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
現
実
の
需
要
に
応
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
所
在
の
財
産
だ
け
を
対
象
と
す
る
部
分
指
定
が
許
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
、
不
動
産
所
在
地

国
の
専
属
管
轄
(
第
八
六
条
第
二
項
)
が
注
意
的
に
留
保
さ
れ
て
い
る
(
第
八
七
条
第
二
項
第
二
文
)
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て

(
削
)

も
、
財
産
所
在
地
国
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
事
実
上
、
ス
イ
ス
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
に
よ
る
相
続
手
続
の
実
行
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
人
事
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
氏
名
の
変
更
に
関
し
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
は
、
本
籍
地
の
管
轄
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規

定
さ
れ
て
い
る
(
第
三
八
条
第
二
項
)
。
こ
れ
は
、
住
所
地
国
の
国
際
私
法
が
氏
名
の
問
題
を
本
国
法
に
よ
ら
し
め
て
い
る
場
合
、
更
に
は
、

{
限
)

本
人
が
以
前
の
国
籍
選
択
を
撤
回
し
た
場
合
な
ど
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
、
準
拠
法
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
試
案
お
よ
び
草
案
は
、
特
に
在
外
ス
イ
ス
人
を
保
護
す
る
必
要
が
な
い
と
の
立
場
を
取
っ

(
瑚
)

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
重
国
籍
者
に
つ
い
て
も
、
管
轄
の
場
合
と
異
な
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
最
も
密
接
な
関
係
の
国
の
国

籍
が
基
準
と
さ
れ
て
い
た
(
第
二
三
条
第
二
項
)
。
し
か
し
、
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
に
も
と
づ
き
、
本
国
(
本
籍
地
)
の
管
轄
と
結
び
つ
け

論
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て
、
本
国
法
た
る
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
国
籍
の
実
効
性
は
、
問
題
と
さ
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
氏
名
の
変
更
(
第
三
八
条
第
三
項
)
、
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
(
第
四
四
条
第
一
項
)
、
離
婚
・
別
居
(
第
六
一
条
第
一
項
)
お
よ

び
養
子
縁
組
(
第
七
七
条
第
一
項
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
認
知
の
取
消
(
第
七
二
条
第
三
項
)
の
よ
う
に
、
特
別
留
保
条
款
と
し
て
、

ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
同
じ
結
果
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
本
国
(
本
籍
地
)
の
管
轄
を
肯
定
す
る
の
と
同
じ
理
由

に
も
と
づ
い
て
、
本
国
法
た
る
ス
イ
ス
法
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
離
婚
・
別
居
、
養
子
縁
組
お
よ
び

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ニ・完)

認
知
の
取
消
に
つ
い
て
は
、
緊
急
管
轄
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
意
を
要
す
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
婚
姻
の
効
力
、
夫
婦
財
産
制
、
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
親
子
関
係
の
効
力
の
準
拠
法
の
指
定
に
お
い

て
は
、
特
に
在
外
ス
イ
ス
人
の
た
め
の
特
別
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
離
婚
・
別
居
に
つ
い
て
も
、
住
所
地
法
た
る
外
国
本
国

(
瑚
)

法
へ
の
段
階
的
連
結
が
可
能
で
あ
っ
た
(
第
六
一
条
第
二
項
、
但
し
、
同
条
第
三
項
)
。
但
し
、
相
続
に
つ
い
て
は
、
外
国
に
最
後
の
住
所
を

有
す
る
者
の
相
続
は
、
原
則
と
し
て
、
住
所
地
国
の
国
際
私
法
が
指
定
す
る
法
に
よ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
第
九
一
条
第
一
項
)
、
第
八
七
条

に
よ
り
本
籍
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
は
、
常
に
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(
草
案

第
八
九
条
第
二
項
、

I
P
R
G第
九
一
条
第
二
項
本
文
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
少
な
く
と
も
草
案
に
お
い
て
は
、
例
外
で
あ
っ

た

と
こ
ろ
が
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
効
力
お
よ
び
離
婚
・
別
居
に
関
す
る
規
定
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
本
籍
地
の
ス
イ

ス
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
前
述
の
規
定
に
よ
り
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
は
、
常
に
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
第
四
八
条
第

三
項
、
第
六
一
条
第
四
項
)
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
相
続
に
つ
い
て
は
、
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
、
最
後
の
住
所
地
法

の
適
用
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
追
加
さ
れ
た
(
第
九
一
条
第
二
項
但
書
)
。
前
者
は
、
法
律
関
係
の
明
確
化
・
簡
略
化
を
、

(
防
)

後
者
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
便
宜
を
一
段
と
図
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

北法40(3・137)609



説

(
即
)
な
お
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
お
い
て
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
お
け
る
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
す
る
本
国
の
管
轄
お
よ
び
本
国
法
の

適
用
が
提
案
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
否
決
さ
れ
た
。
〉
ヨ
け
切
ロ
ロ
-
Z閉
山
(
呂
∞
5
・
ω
-
E
S
R・

(
問
)
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
緊
急
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
試
案
お
よ
び
草
案
か
ら
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
試
案
第

四
条
に
よ
る
と
、
外
国
に
お
け
る
手
続
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
は
期
待
し
え
な
い
場
合
、
お
よ
び
ス
イ
ス
の
無
管
轄
が
事
情
全
体
か
ら
裁
判

拒
否
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
草
案
第
三
条
に
よ
る
と
、

外
国
に
お
け
る
手
続
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
事
案
と
十
分
な
関
係
を
有
す
る
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
と
改

め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
更
に
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
本
文
に
掲
げ
た
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
議
会
の
審
議
に
つ
い
て

は
、
〉
ヨ
門
・
∞
己
]
]
・

ω、H，同州(呂町山印)・

ω・
巳
由
一

Z
閉山(呂町山岳
)w
∞
-HN市町田町内・一一
ω、『閉山(冨∞叶
)λ
山-
H
E
・
2
閉山(呂∞一吋)・

ω
H
0
2
同・一

ω、『閉山(呂∞一寸)唱

ω
印。∞.

(
山
間
)
切
。
仲
印
門
町
白
戸
白
・
白
・

0
・咽〉ロ
B
・(叶)・

ω
-
s
m
u
ω
円

E
C曲師ぴ巾ユ
nFF
白・同・

9
・〉ロ
5
・
(3
・
ω-Zω
同
な
お
、

N
A
G第
七

g
条
に
お
い
て
は
、

在
外
ス
イ
ス
人
た
る
配
偶
者
は
、
い
つ
で
も
本
籍
地
の
ス
イ
ス
裁
判
所
に
離
婚
訴
訟
を
提
起
で
き
た
の
に
対
し
て
、
外
国
人
た
る
他
方
配
偶
者
は
、

全
く
こ
の
よ
う
な
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
夫
婦
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
方
が
ス
イ
ス
国

民
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
た
る
他
方
配
偶
者
に
も
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
訴
訟
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
両
当
事
者
の
平

等
に
も
適
う
と
さ
れ
て
い
る
。
∞
。
仲
間
門
町
白
『
グ
白
-
P
O
-
-
〉ロ
5
・
(
3
・
∞
目
白
内
・

(
邸
)
図
。
z
n
y白
戸
田
・
白

0
・・〉ロ
B
・(吋)・

ω・∞
N・
5ω
円・・

5
由
一
∞
ロ
E
5印σ
R
W宮
・
白
血
・
。
-w
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
お
『
--HH0・
z
u
J
E
m
-
な
お
、

N
A

G
第
八

a
条
第
二
項
但
書
お
よ
び
第
八
d
条
第
三
項
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
の
判
決
・
決
定
が
外
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
か
否
か
は
、

I
P
R
G

に
お
い
て
は
、
も
は
や
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

(
別
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
∞
o
g
n
}
g
p
白血・

0
・w〉ロ
B
・(叶)・

ω・
昌
・
ロ
N
一一…凶
n
E
5島
常
一
ny?
白・国

eo--
〉ロ
5
・(吋)・

ω-HON-50・
但
し
、
報
告

書
お
よ
び
理
白
書
は
、
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
つ
い
て
の
判
決
・
決
定
の
承
認
執
行
に
関
す
る
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
の
ハ

l
グ
条
約
と
も

周
調
さ
せ
た
と
す
る
が
、
こ
の
条
約
に
は
、
本
国
の
管
轄
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
(
第
三
条
)
。
ま
た
、
一
九
七
三
年
の
ハ

l
グ
条
約
に
お
い
て
も
、

扶
養
権
利
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
共
通
本
国
の
管
轄
が
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
(
第
七
条
)
、

I
P
R
G
の
よ
う
に
、
一
方
当
事
者
の
国

籍
だ
け
で
は
、
管
轄
原
因
と
さ
れ
な
い
。

(
問
)
∞
2
R
F担
問
グ
白
血

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
ゆ
∞
-HMH
一
ω円
E
C田町
σ巾ユロ
zw
白;白・

0
・〉ロ
5
・
3
7
ω
=吋
・
〈
色
白
ロ
門
町
〉
B
け
∞
ロ
ロ
-
z
m
(
H
S
S
・
ω・

論
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

ロ
巴
・
と
こ
ろ
で
、
ブ

i
ハ
1
は
、
更
に
第
八
七
条
第
一
項
の
適
用
ケ
l
ス
を
分
析
す
る
。
例
え
ば
、
当
該
外
国
機
関
が
確
か
に
処
分
を
命
じ
、
ま

た
は
判
決
・
決
定
を
下
し
た
が
、
そ
れ
が
他
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
い
た
め
に
、
実
効
性
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
第
八
七
条
第
一
項
が
適
用

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
当
該
外
国
機
関
が
自
ら
手
続
を
開
始
し
な
く
て
も
、
第
三
国
の
機
関
が
行
っ
た
手
続
を
承
認
す
る
た
め
に
、

そ
も
そ
も
自
国
の
手
続
が
全
面
的
ま
た
は
部
分
的
に
目
的
を
欠
く
場
合
に
は
、
第
八
七
条
第
一
項
の
適
用
は
な
い
。
回
日
宮
『
(
何
叶
σ
z
n
y
c
h・白・

0
・
・
〉
ロ
ヨ

(HS)
・
ω・
5
H
一色町吋印・(円、山口回目ロロ巾門町内。
-
Z
A
E
Z
B
Y
目・同・

0
・・〉ロヨ・(回目。)・

ω
E
N・

(
胤
)
切
。
丹
印
円
}
g
p
白・白・

0
・・〉ロ
5
・(斗)・

ω-HNH
同・一

ω円
E
z
g
σ
R
R
F
F
白
白
・
。
ニ
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω
口叶内・

(
m
m
)

∞。
zny白
F
白・白・

0
・1
〉ロ
B
-
(
3
・
ω・
2
一
ωnzzgσq-nzw
同・白・

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
吋

)
w
ω
-
s・

(
即
)
「
ス
イ
ス
の
官
庁
お
よ
び
裁
判
所
の
管
轄
は
、
自
動
的
に
ス
イ
ス
法
の
適
用
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ス
イ
ス
法
の
適
用
に
つ

い
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
重
大
な
利
益
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

ω
n
E
5島
R
w
z
w
白・白・

0
・w〉ロヨ・(叶)・
ω・
包
・
〈
包
・
白
ロ
各

国

2
R
V同
戸
田
・
白
・

0
・w
〉
ロ
ヨ

(
3
・
ω・
2
・

(
削
)
前
述
H
4
の
よ
う
に
、
最
も
密
接
な
関
係
の
国
籍
は
、
通
常
は
、
本
人
が
現
に
住
所
ま
た
は
常
居
所
を
有
す
る
国
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
六
二
・

四
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
重
国
籍
の
在
外
ス
イ
ス
人
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

(
印
)
前
掲
・
注
(
胤
)
(
邸
)
(
邸
)
(
則
)
参
照
。
但
し
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、

I
P
R
G
第
七
七
条
第
二
項
に
よ
り
、
養
親
の
住
所
地
法
が
考

慮
さ
れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

N
A
G
第
八

c
条
で
は
、
住
所
地
法
た
る
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
、

養
親
の
本
国
法
を
考
慮
す
る
可
能
性
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
前
述
H
5
ω
も
参
照
。

(
問
)
前
述
H

9
参
照
。

(
胤
)
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
第
八
七
条
第
一
項
適
用
の
ケ
1
ス
に
つ
い
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
権
利
保
護
お
よ
び
国
際
的
な
判
決
調
和
の
観
点

か
ら
、
本
国
法
た
る
ス
イ
ス
法
の
指
定
を
説
明
し
て
い
る
。
∞
。

g
n
z
p
白・白・

0
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)

w

∞
-HN品一
ω円
匡
ロ
田
谷
巾
ユ
円
Z-
田・白・

0
・w
〉ロ
5
・

(
3
・
ω・一
F

∞]「

(邸

)
I
P
R
G
第
六
一
条
第
四
項
に
つ
い
て
、
〈
m
-
-
W
}
5
1
2・白・白
0
・〉ロ
E
G
g
-
∞
-g-
第
九
一
条
第
二
項
但
書
に
つ
い
て
、
〉
B
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ω同州(呂町四吋
)wω-H∞∞・
2
河
(
邑
∞
叶
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噌
∞
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(Hmv∞斗)噌

ω・印。吋・
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13 

反
致

住
所
地
法
主
義
を
採
用
す
る

I
P
R
G
に
お
い
て
、
反
致
を
規
定
す
る
必
要
は
、

ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

論

R
G
に
お
い
て
、
住
所
地
法
は
、
最
も
密
接
な
関
係
の
法
と
し
て
、
指
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
専
門
委
員
会
は
、
も
と
も
と

反
致
条
項
に
よ
っ
て
、
住
所
地
法
主
義
を
修
正
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
試
案
に
お
い
て
は
、

I
P
R
G
が
規
定
す
る
場

合
に
の
み
、
外
国
法
の
抵
触
規
定
が
考
慮
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
(
試
案
第
一
三
条
第
一
項
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
反
致
は
、

一
般
に
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名
(
試
案
第
三
五
条
第
二
項
、

I
P
R
G第
三
七
条
第
一
項
二
文
)
お
よ
び
外
国
に
最
後
の
住
所

を
有
す
る
者
の
相
続
(
試
案
第
九
二
条
第
二
項
、

I
P
R
G第
九
一
条
第
一
項
)
に
お
い
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
反
致
否
定
の
原
則
は
、
一
方
に
お
い
て
、
硬
直
的
す
ぎ
る
と
の
学
界
か
ら
の
批
判
が
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
、

(
瑚
)

戸
籍
実
務
の
側
か
ら
の
強
力
な
ロ
ビ

1
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
草
案
以
降
に
お
い
て
は
、
修
正
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
身
分
の
問
題
に
関
し
て
、
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
が
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
草
案
第
二
二
条
第
二
項
b
号、

I
P
R
G第

一
四
条
第
二
項
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
変
遷
は
、
様
々
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
段
階
に
お
け
る
問
題
状

況
を
、
次
に
概
観
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、

I
P
R
G第
一
四
条
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
準
拠
法
が
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
ま
た
は
他
の
外
国
法
へ
の
転
致

を
規
定
す
る
場
合
に
は
、
本
法
が
そ
れ
を
規
定
す
る
と
き
に
(
の
み
)
〔
仏
)
.
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
条

文
に
お
い
て
は
、
制
限
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
語
の
条
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
的

(
加
)

な
文
言
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
反
致
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
相
続
に
つ
い
て
の
み
規
定
さ
れ
て

い
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
た
が
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
に
は
触
れ
ず
、
外
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
律
行
為 P 
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の
承
認
、
法
律
行
為
の
形
式
ま
た
は
実
質
の
有
効
性
確
保
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名

お
よ
び
相
続
は
、
全
く
別
の
問
題
で
あ
り
、
第
一
四
条
第
一
項
は
、

I
P
R
G
の
個
々
の
規
定
の
解
釈
か
ら
反
致
を
認
め
る
た
め
の
規
定
で

(
加
)

あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
親
子
関
係
の
効
力
に
関
す
る
第
八
二
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
共
通
本
国
法
か
ら
子
の
常
居
所
地
法
へ
の
反
致
ま
た
は
転
致
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
婚
姻
の
効
力
に
関
す
る
第
四
八
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
の
住
所
地
法
が
事
案
と
よ
り

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

密
接
な
関
係
を
有
す
る
か
は
、
夫
婦
の
一
方
の
住
所
地
法
の
抵
触
規
定
が
他
方
の
住
所
地
法
を
指
定
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
反
致
の
観

(
却
}

と
い
う
よ
う
な
主
張
が
見
ら
れ
る
。

点
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
専
門
委
員
会
が
も
と
も
と
反
致
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
条
文
が
制
限
的
な
文
言
を
使

用
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
第
一
四
条
第
一
項
は
、
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
に
(
捌
)

よ
る
と
、
依
然
と
し
て
、
第
一
四
条
第
一
項
に
該
当
す
る
の
は
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
相
続
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
故
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
相
続
に
つ
い
て
の
み
、
反
致
お
よ
び
転
致
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
氏
名
に
つ
い
て
は
、
周
囲
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
が
圧
倒
的
に
本
国
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
三
七
条
第
一
項
で
は
、
と
り
わ
け
本
国
法
へ
の
反
致
お
よ
び
転
致
が
見
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
条
第
二
項
で
は
、
い
ず

(
加
}

れ
に
し
て
も
、
本
人
に
よ
る
本
国
法
の
選
択
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
に
関
す
る
第
九
一
条
第
一
項
は
、
外
国
に
最
後

の
住
所
を
有
す
る
外
国
人
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
相
続
に
つ
い
て

は
、
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
第
八
七
条
、
第
九
一
条
第
二
項
、
前
述
ロ
ロ

ω参
照
)
。
そ
し
て
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所

は
、
外
国
に
最
後
の
住
所
を
有
す
る
外
国
人
の
相
続
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
に
の
み
管
轄
を
有
す
る
の
で
あ
る
(
第
八
八
条
、
第

(

獅

)

(

加

)

八
九
条
)
。
従
っ
て
、
第
九
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
(
前
述
H
5
ω
)
の
裏
返
し
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

北法40(3・1411613



説

I
P
R
G第
一
四
条
第
二
項
は
、
身
分
の
問
題
に
関
し
て
、
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
専
ら
ス
イ
ス
法

へ
の
反
致
だ
け
を
認
め
て
い
る
点
で
、
本
国
法
主
義
と
住
所
地
法
主
義
の
調
和
な
ら
び
に
国
際
的
な
判
決
の
調
和
な
ど
よ
り
も
、
む
し
ろ
自

(
捌
)

国
法
優
先
の
表
れ
と
見
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
随
所
に
お
い
て
、
段
階
的
連
結
、

択
一
的
連
結
お
よ
び
補
充
的
連
結
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
反
致
を
認
め
る
な
ら
ば
、
規
定
の
趣
旨
は
全
く
没
却
さ
れ
て
し
ま

(
捌
)

う
で
あ
ろ
う
。

次
に
、

論

例
え
ば
、
第
四
四
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
外
国
人
聞
の
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
は
、
当
事
者
の
一
方
の
本
国
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
当
該
本
国
法
か
ら
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
を
認
め
る
な
ら
ば
、
婚
姻
の
成
立
を
容
易
に
す
る
と
い
う
規
定
の

目
的
は
、
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
離
婚
お
よ
び
別
居
に
関
す
る
第
六
一
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
夫
婦
が
共
通
の
外
国
国
籍
を
有
し
、
か
つ
夫
婦
の
一
方
の
み
が
ス
イ

ス
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
共
通
本
国
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
例
外
は
、
同
条
第
三
項
に

よ
り
、
比
較
的
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
共
通
本
国
法
か
ら
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
を
認
め
る
な
ら
ば
、
第
三
項

の
要
件
が
充
た
さ
れ
な
く
て
も
、
第
二
項
の
例
外
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
第
三
項
の
趣
旨
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
第
七
二
条
に
よ
る
と
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
認
知
は
、
子
の
常
居
所
地
法
、
子
の
本
国
法
、
父
母
の
一
方
の
住
所
地
法
ま
た
は
父
母

の
一
方
の
本
国
法
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
法
に
も
と
づ
い
て
も
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
子
の
常
居
所
地
法
か
ら
子
の

本
国
法
へ
の
反
致
、
ま
た
は
逆
に
、
子
の
本
国
法
か
ら
子
の
常
居
所
地
法
へ
の
反
致
を
認
め
る
な
ら
ば
、
連
結
可
能
な
法
の
範
囲
は
狭
ま
っ

て
し
ま
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
択
一
的
連
結
を
採
用
し
た
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
四
条
第
二
項
は
、
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
、
全
く
正
当
化
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ

い
か
に
し
て
、
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
が
個
々
の
規
定
の
趣

う
な
規
定
は
、

北法40(3・142)614
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

ヴ
ァ

l
べ
ッ
ク
は
、
更
に
、
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
に
関
す
る
第
六
八
条
お
よ
び
第
八
二
条
に
お
い
て
、
子
の
常
居
所
地
法
か
ら
本
国
法

へ
の
反
致
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
け
る
段
階
的
連
結
の
趣
旨
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
親
子
関
係
の
効
力
が
第

一
四
条
第
二
項
に
い
う
寸
身
分
」
の
問
題
に
含
ま
れ
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、

u
z
Z
F
。匂
-n-Fw
ロ
(
H
N
5

・匂・

巴
・
更
に
、
シ
ュ
ヴ
ア
ン
ダ
ー
も
、
フ
ォ
ン
・
オ

1
ヴ
ァ

l
べ
ツ
ク
と
同
様
の
不
都
合
を
指
摘
す
る
が
、
親
子
関
係
の
効
力
に
関
す
る
規
定
は
、
こ

れ
に
含
め
て
い
な
い
。

ωnytEロ
仏
句
唱
曲
・
白
・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
(
由
)
・

ω
-
a
円
し
か
し
、
フ
ォ
ン
・
ォ
l
ヴ
ァ

l
べ
ツ
ク
は
、
そ
も
そ
も
第
一
四
条
第
二

項
に
い
う
「
身
分
」
の
問
題
が
何
を
指
す
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
〈
O
口
。
〈
巾
『

σRw-
白・白・

0
・
〉
ロ
ヨ
・

(HS)
・
ω・ω
叶

FM-A山一

(岡山巾〈
-
Q一円
y
o
u
-
n
xニ
ロ
・
(
∞
品
)
咽
℃

-
N
E
ち
な
み
に
、
「
身
分
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

a
q
回以内川円由。ロ

2
・0
己

q
m，
即
日
邑
巾

B
E口
弘
二
正
三
門
戸
〈
ニ
一
一
-

mgzz宮
門
的
。
ロ
包
巾

O
E
S
-
-
E円
巾
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(加

)
g口
。
諸
手

R
W
(河
2
-
R
X
-
Y
O匂
・
門
戸
口
・
(
定
)
・
℃

-NEm-
但
し
、
シ
ユ
ニ
!
ダ
l
は
、
第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
に
よ
り
、
第
一
四
条

第
二
項
の
不
都
合
な
結
果
が
緩
和
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

ω与
口
三
一
巾
〆
白
・
白
・

0
・w
〉
ロ
ヨ
・
(
印
ω)
・
ω-N∞
円
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ま
た
別
の
問

題
で
あ
ろ
う
。
後
述
m
3
参
照
。

V
-
E
A
 
--

一
般
例
外
条
項

1 

成
立
の
経
緯

例
外
条
項
の
最
初
の
提
唱
者
は
、
マ
リ
ダ
キ
ス
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
揃
「

ス
イ
ス
の
立
法
に
お
け
る
導
入
を
最
初
に
主
張
し
た
の
は
、

フ
イ
シ
ャ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
す
で
に
ス
イ
ス
法
曹
協
会
の
一
九
七
一
年
総
会
の
報
告
に
お
い
て
、

N
A
G
の
改
正
に
際
し
て
、
一
般
例

外
条
項
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
、
契
約
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
非
定
型
的
事
案
に
つ
い

て
例
外
条
項
の
必
要
性
を
承
認
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
非
定
型
的
事
案
は
、
契
約
法
以
外
の
分
野
に
も
存
在
す
る
。
そ
も
そ
も
、
通
常

の
抵
触
規
範
は
、
連
結
の
根
拠
が
具
体
的
事
案
に
適
合
し
、
か
つ
結
果
が
妥
当
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
効
力
を
有
す
る
。
従
っ
て
、

北法40(3・145)617
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た
と
え
形
式
的
に
事
案
が
抵
触
規
範
の
構
成
要
件
を
充
た
し
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
事
案
に
お
け
る
抵
触
規
範
の
適
用
が
立
法
者
の
真
実

の
意
図
に
合
致
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
実
際
上
不
都
合
な
結
果
に
至
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
抵
触
規
範
は
機
能
を
停
止
す
る
。
す
な
わ

ち
、
抵
触
規
範
は
、
単
に
一
応
の
意
味
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
フ
ィ
シ
ャ

1
は
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
な
四

つ
の
要
素
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
特
定
の
法
の
適
用
に
対
す
る
当
事
者
の
期
待
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
期
待
は
、
単
な
る
思
惑
ま
た
は

仮
定
で
は
な
く
、
法
律
関
係
成
立
の
時
点
に
存
在
し
て
い
た
事
情
か
ら
4

証
明
さ
れ
、
か
っ
正
当
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
考
慮
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
当
事
者
が
予
測
で
き
な
か
っ
た
準
拠
法
の
変
更
、
期
待
し
て
い
た
法
廷
地
の
抵
触
法
と
は
異
な
っ
た
結
果
を
導
く
抵
触
法
を
持
っ
た

法
廷
地
に
お
け
る
訴
訟
、
あ
る
法
の
下
に
お
い
て
有
効
に
成
立
し
た
法
律
行
為
の
効
力
維
持
、
こ
の
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、

よ
り
密
接
な
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
は
、
別
の
準
拠
法
に
従
う
他
の
法
律
関
係
へ
の
密
接
な
従
属
、
場
所
的
ま
た

は
時
間
的
な
観
点
に
お
け
る
通
常
の
連
結
点
の
孤
立
化
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
三
に
、
矛
盾
し
た
結
果
の
回
避
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
実
質
法
上
な
ら
び
に
抵
触
法
上
の
調
整
が
重
視
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
離
婚
と
婚
姻
の
関
連
、
当
該
法
律
関
係
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る

他
国
の
解
決
と
一
致
し
た
判
決
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
後
に
、
内
国
法
の
基
本
原
則
に
対
す
る
違
反
(
公
序
)
、
お
よ
び
当
事
者
に
と
っ
て

予
期
で
き
な
い
困
難
の
回
避
(
ハ

l
ド
条
項
)
が
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
要
素
を
盛
り
込
ん
で
、
フ
ィ
シ
ャ

1
は
、
次
の
よ
う

論

な
条
項
を
提
案
し
て
い
る
。

「
裁
判
官
は
、
内
国
法
の
基
本
原
則
と
矛
盾
す
る
か
、
ま
た
は
当
事
者
に
と
っ
て
予
期
で
き
な
い
困
難
を
意
味
す
る
結
果
を
回
避
す
る
た
め
、

抵
触
規
範
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
と
異
な
っ
た
法
を
、
例
外
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
的
解
決
か
ら
の
希
離
は
、
更
に
、
事
案

の
す
べ
て
の
事
情
、
例
え
ば
、
当
事
者
の
正
当
な
期
待
お
よ
び
利
益
、
他
の
法
と
の
よ
り
密
接
な
関
係
、
他
の
国
の
優
越
し
た
執
行
利
益
、

矛
盾
し
た
結
果
の
危
険
な
ど
を
考
慮
し
て
、
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
。
」
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

と
こ
ろ
が
、
専
門
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
シ
ャ

i
の
提
案
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
採
用
せ
ず
、
よ
り
簡
略
に
規
定
す
る
こ
と
に
し

た
。
す
な
わ
ち
、
「
本
法
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
法
は
、
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
事
案
が
指
定
さ
れ
た
法
と
わ
ず
か
な
関
係
だ
け
を
有
し
、
他

の
法
と
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
L

(

試
案
第
一
四
条
)
。
そ
し
て
、
公
序
条
項
は
、

別
に
規
定
さ
れ
た
(
試
案
第
一
七
条
)
。
と
こ
ろ
が
、
ブ
イ
シ
ャ

l
が
提
示
し
た
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
は
、
公
序
お
よ
び
ハ

l
ド
条
項
を
除

い
て
、
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
最
終
報
告
書
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
但
し
、
抵
触
規
範
が
一
応
の
意
味
し
か
持
た
な
い
と
す
る
見
解
は
、
慎
重
に

退
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
抵
触
規
範
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
拘
束
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
立
法
者
が
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う

な
例
外
的
場
合
に
の
み
、
排
除
が
許
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
試
案
の
一
般
例
外
条
項
に
対
し
て
は
、
支
持
と
批
判
が
相
半
ば
し
た
。
批
判
は
、
報
告
書
が
例
外
的
適
用
を
強
調
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
法
的
安
定
性
阻
害
の
虞
に
集
中
し
た
。
ま
た
、
賛
成
意
見
の
中
に
も
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
あ
る
場
合
に
は
、

一
般
例
外
条
項
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
が
多
か
っ
た
た
め
、
政
府
草
案
は
、
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
本
法
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
法
は
、
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
事
案
が
こ
の
法
と
わ
ず
か
な
関
係
だ
け
を
有
し
、
他
の
法
と
は
る
か
に
密
接
な
関
係
を
有

す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
適
用
さ
れ
な
い
」
(
第
一
四
条
第
一
項
)
。
「
本
条
は
、
法
選
択
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用

さ
れ
な
い
」
(
同
条
第
二
項
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
若
干
の
字
句
の
修
正
を
受
け
た
だ
け
で
、

る。

I
P
R
G第
一
五
条
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ

(
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、
本
国
法
ま
た
は
住
所
地
法
(
常
居
所
地
法
)
を
指
定
す
る
国
際
私
法
規
定
は
、
一
定
の
事
情
に
よ
り
、

他
の
国
の
法
が
最
も
妥
当
な
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
「
例
外
」
を
認
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る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
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こ
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ス
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ス
に
お
い
て
は
、
更
に
、
デ
イ
エ
ツ
イ
お
よ
び
ブ

1
ハ
l
の
提
案
が
あ
る
。
ま
ず
、

デ
イ
エ
ツ
ィ
の
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
当
事
者
の
正
当
な
期
待
、
他
の
法
秩
序
と
の
よ
り
密
接
な
関
係
も
し
く
は
矛
盾
し
た
結
果
の
回
避
が
そ
れ
を
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
す
る
場
合
、
な

ら
び
に
結
果
が
自
国
法
の
基
本
原
則
に
反
す
る
か
、
も
し
く
は
当
事
者
に
と
っ
て
予
期
し
え
な
い
困
難
を
生
じ
る
場
合
に
は
、
抵
触
規
範
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
法
に
代
え
て
、
他
の
法
を
例
外
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
」
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F
埠
m同
σ巾
N
Z
B
R
Y毛
色

N巾
江
田
円
宮
口
』
ロ
ユ
印
丹
巾
ロ
g
m
E吋
ω
(呂吋
ω)
・
ω・
=
・
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ

1
ハ
i
は
、
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。

「
事
案
に
関
係
す
る
法
秩
序
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
事
案
が
木
法
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
以
外
の
法
秩
序
と
明
ら
か
に
よ
り
密

接
な
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
。

前
項
の
規
定
は
、
と
り
わ
け
次
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

a

本
法
の
規
定
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
外
国
法
の
適
用
が
、
事
案
と
ス
イ
ス
と
の
特
別
な
関
係
に
鑑
み
て
、
ス
イ
ス
法
の
本
質
的
規
定
ま
た
は

原
則
に
反
す
る
場
合
。

b

本
法
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
が
法
の
適
用
を
拒
否
し
、
か
っ
そ
の
国
際
私
法
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
秩
序
と
事
案
と
が

明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
場
合
。

C

あ
る
外
国
の
法
秩
序
が
法
適
用
を
要
求
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
事
案
と
の
密
接
な
関
係
に
鑑
み
て
、
そ
の
本
質
的
規
定
ま
た
は
原
則
の
適

用
に
つ
い
て
利
益
を
有
し
て
お
り
、
か
っ
こ
の
利
益
が
本
法
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
秩
序
に
対
し
て
明
ら
か
に
優
越
し
て
い
る

場
合
。
」

〉切ロロげ巾『曹の叶戸国間丘町司白血州内山口門凶巾同
1〉ロ}内ロロ匂同ロロ
m
判的問巾
H-mwnyzmwa円一
g

Z丹巾
HI同阿国立。ロ白]巾口問)ユ〈同同門
mXHY昨(
]

戸

市

V
J

刊印)・

ω-N印】!・

(出

)
ω
n
z
c
m
m
σ
R
W
F同
w山
田

0
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)wω-N叶
内
向
・
呂
町
〈
m
-
-
g
n
y
図。門
m
n
g
p
同・国・

0
・w〉
ロ
ヨ
・

(
3
・
ω-h∞
・
ち
な
み
に
、
試
案
第
一
四

条
の
標
題
は
、
「
通
常
の
連
結
の
例
外
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
報
告
書
は
、
「
回
避
条
項
」
(
〉

5
毛
色

n
F
E山
口
∞
己
)
と
い
う
名
称
も
用
い
て
い
る
。

E禽
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ニ・完)

ま
た
、
試
案
第
六
八
条
第
二
項
お
よ
び
第
六
九
条
第
二
項
に
は
、
特
別
例
外
条
項
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
前
述
・
注
(
邸
)

参
照
。
後
者
は
、
親
子
関
係
成
立
の
準
拠
法
の
基
準
時
点
に
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
六
九
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
基
準
時
点
は
、

子
の
出
生
の
時
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
条
第
二
項
に
よ
り
、
裁
判
に
よ
る
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
に
つ
い
て
は
、
事
案
が
訴
訟
の
時
点
に

お
け
る
住
所
地
、
常
居
所
地
ま
た
は
本
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
法
の
い
ず
れ
か
の
適
用
が
子
の

利
益
に
適
う
場
合
に
は
、
訴
訟
の
時
点
が
基
準
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
草
案
以
降
で
は
修
正
さ
れ
、
子
の
優
越
的
利
益
が

必
要
と
す
る
場
合
に
の
み
、
訴
提
起
の
時
点
が
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(
I
P
R
G第
六
九
条
第
二
項
)
。
な
お
、

I
P
R
G
に
お
け
る
一

般
例
外
条
項
の
規
定
の
形
式
は
、
契
約
上
お
よ
び
契
約
外
の
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
七
四
年
の

E
E
C条
約
草
案
第
一

O
条
第
二
項
の
影

響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
〈
O
ロ
O
〈
刊
号

R
W
(同州国
σ巾Z
N
)
・出・国・

0
・・〉ロヨ・

(S)
・
ω-A戸。一
(
H
，E
〈
g
C
M
)
唱。旬
-
n
-
F
w
ロ・(申出
)w
℃・∞
N

・同

条
約
草
案
に
よ
る
と
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
は
、
原
則
と
し
て
、
行
為
地
法
に
よ
る
が
(
第
一

O
条
第
一
項
)
、
一
方
に
お
い
て
、
不
法
行
為
の
結

果
と
行
為
地
国
と
の
聞
に
強
い
関
係
が
存
在
せ
ず
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
他
の
国
と
優
越
的
関
係
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、

後
者
の
法
が
適
用
さ
れ
る
(
同
条
第
二
項
)
。

(拙

)
ω
g
z
cロ
m
E
7
5巾
P
回
目
・
。

-w
〉
ロ
ヨ

(ωω)
・
ω・
お
民
支
持
す
る
見
解
と
し
て
は
、

C
口
一
の
開
口
市
川
〈
夕
日
ロ
印
昨
日
夕
民

C
E〈
叩
吋
回
目
同
即
日
吋
刊
号
。

g
m
4ク

国

ω
p
n
z
p
g
z
R
Zロ
色
巾

zny巾吋円}話回門凶巾
(
U
巾
ロ
巾
〈
巾
・
批
判
と
し
て
は
、
∞
門
町
田
町
内
町
田
己
凹
巾
P
〈田口門
-
2
C
E
F白ロ
E
ロロ巾・

2
巾己門町営巾--明，
U
M
V
W

呂、
mw
切釦ロ}内庁

2
R巾山口日関口口
mw
〉
号
巾

-gm巾
σ巾『。吋
m
g
u白色。ロ巾
P
〈。

5
3・。
z
R
3
Z
2・
法
選
択
が
あ
る
場
合
の
不
適
用
に
つ
い
て
は
、
口
口
一

切白田巾
f
d
E
の
巾
ロ
巾
〈
タ

ω門
町
当
包
N
巾ユ∞

ny巾
吋
〉
ロ
毛
色
丹
田
〈
巾
】
1σ
白
ロ
門
戸
ぐ
。

g
『
?
口
町
巾
門
丘
。
ロ
門
町
「
巾

ny巾吋門町同巾印己
mw

の巾ロ巾〈巾・

(
加
)
字
句
の
修
正
は
、
規
定
の
意
味
に
影
響
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
ド
イ
ツ
語
の
条
文
は
、
草
案
で
は
、

3
0
S
F
w
n宮
・
出
口
問
看
巾

-nZ凹
:-E
と

な
っ
て
い
た
が
、

3
0
2
河
R
F
F
同三

ag---=
と
改
め
ら
れ
た
。
次
に
、
イ
タ
リ
ア
語
の
条
文
は
、
草
案
で
は
、

3F白]巾
mm巾
ユ
門
町
一
曲
目
白

g
巾
:-E
と

な
っ
て
い
た
が
、

3
-
】門凶
E
2
0
円一門町一回吉白宮内同国一]]山間
)
5
8
5
Z巾抱一巾巾
:-E
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
修
正
は
、
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
い
。

な
お
、
上
院
の
審
議
に
お
い
て
は
、
「
他
の
法
の
適
用
の
結
果
、
よ
り
妥
当
な
解
決
が
導
か
れ
る
場
合
」
と
い
う
要
件
を
加
え
る
よ
う
提
案
が
な
さ

れ
た
が
、
一
七
対
五
で
否
決
さ
れ
た
。
〉
百
円
∞
三

-ω
吋
河
口
器
印
)
・

ω・
5
H
同
・
ま
た
、
標
題
は
、
草
案
以
降
、
「
例
外
条
項
」
と
さ
れ
て
い
る
。
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説

従
来
の
判
例
お
よ
び

N
A
G
の
規
定

報
告
書
お
よ
び
理
白
書
は
、
一
般
例
外
条
項
が
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は

こ
の
よ
う
な
例
外
を
、
と
り
わ
け
契
約
法
に
お
い
て
認
め
て
き
た
し
、
親
子
法
に
お
い
て
も
、
親
子
関
係
の
否
認
に
つ
い
て
、

N
A
G第
八

条
の
連
結
を
変
更
し
た
例
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
七
六
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、

N
A
G
第
八

e
条
第
三
項
に
明
文
の
例
外
条
項
が
置
か
れ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
例
外
条
項
の
先
例
と
さ
れ
る
判
決
お
よ
び
法
改
正
を
概
観
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
契
約
法
に
お
い
て
も
、
一
般
例
外
条
項
の
先
例
と
し
て
挙
げ
う
る
連
邦
裁
判
所
の
判
決
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
デ
ュ
プ
ラ
ー

に
よ
る
と
、
そ
れ
は
、
一
九
三
四
年
九
月
一
八
日
の
判
決
か
ら
一
九
七
六
年
三
月
三

O
日
の
判
決
に
至
る
ま
で
、
一
一
件
に
す
ぎ
な
い
。
理

(
別
)

由
書
も
、
そ
の
う
ち
の
三
件
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
最
も
代
表
的
と
思
わ
れ
る
一
九
六
八
年
一

O
月
一
日
の
判
決
を
引
用
す
る
と
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

2 

論

「
今
日
十
分
に
確
立
し
た
実
務
に
よ
る
と
、
契
約
は
、
当
該
法
律
関
係
が
最
も
密
接
な
場
所
的
関
係
を
有
す
る
国
の
法
に
従
う
。
そ
こ
で
、

裁
判
官
は
、
一
般
的
に
は
、
特
徴
的
義
務
の
債
務
者
が
住
所
を
有
す
る
国
の
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
こ
の
原
則
に
従
う
な

ら
ば
、
〔
本
件
の
場
合
〕
、
そ
れ
が
委
任
契
約
で
あ
る
か
、
代
理
商
契
約
で
あ
る
か
、
問
屋
契
約
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
イ
タ
リ
ア
法
が
当
事

者
の
契
約
関
係
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

「
し
か
し
な
が
ら
、
学
説
お
よ
び
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
個
別
の
契
約
の
た
め
に
導
き
出
さ
れ
た
規
則
が
:
:
:
一
般
原
則
の
具
体
的
適
用
結

果
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
例
外
的
状
況
は
、
時
と
し
て
当
該
法
律
関
係
が
:
:
:
別
の
国
と
よ
り
密
接
な
場
所
的
関
係
を
有
す

る
と
思
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
契
約
を
規
律
す
る
の
は
、
こ
の
別
の
国
の
法
で
あ
る
。
」

「
更
に
、
学
説
は
、
契
約
の
目
的
が
他
の
契
約
の
そ
れ
と
非
常
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
が
共
通
の
連
結

を
正
当
化
す
る
と
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
相
異
な
っ
た
契
約
が
当
事
者
に
と
っ
て
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
一
つ
の
契
約
を
成
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

す
一
連
の
合
意
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
別
の
契
約
:
:
:
を
準
備
・
履
行
・
変
更
す
る
た
め
の
契
約
が
そ

れ
で
あ
る
。
但
し
、
法
的
安
定
性
の
た
め
に
は
、
相
異
な
っ
た
契
約
の
統
一
性
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
る
と
い
う
条
件
を
付
け
て
、
こ

の
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
」

要
す
る
に
、
契
約
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
最
も
密
接
な
関
係
の
法
に
従
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
通
常
は
、
特
徴

的
給
付
を
行
う
当
事
者
の
住
所
地
法
で
あ
る
が
、
例
外
的
状
況
に
お
い
て
は
、
別
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
本
件
の
場
合
、
そ
れ
が
委
任
契
約

で
あ
る
か
、
代
理
商
契
約
で
あ
る
か
、
問
屋
契
約
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
別
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
密
接
に
従
属
し
て
い
る
た
め
、

後
者
の
準
拠
法
で
あ
る
ス
イ
ス
法
に
従
う
と
さ
れ
た
。
但
し
、
法
的
安
定
性
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
状
況
が
明
ら
か
で
な
け
れ

{m} 

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
す
で
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
判
例
が
一
般
例
外
条
項
の
先
例
で
あ
る
と
言
う
た
め
に
は
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
が

I
P
R
G
に
お
い
て
、
通

常
の
抵
触
規
定
と
し
て
確
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

I
P
R
G第
一
一
七
条
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
白
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
契
約
は
、
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国

の
法
に
よ
る
(
同
条
第
一
項
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
最
も
密
接
な
関
係
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
べ
き
当
事
者
が
常
居
所
ま
た
は
営
業
所

を
有
す
る
国
の
法
と
の
聞
に
存
在
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
(
同
条
第
二
項
)
。
そ
し
て
、
更
に
、
一
定
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
、
特
徴
的
給

付
と
み
な
さ
れ
る
行
為
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
同
条
第
三
項
)
。

そ
こ
で
、
こ
の
第
一
一
七
条
第
一
項
と
第
二
項
の
関
係
で
あ
る
が
、
理
由
書
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事

案
と
特
定
の
法
と
の
関
係
が
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
べ
き
者
の
常
居
所
地
法
ま
た
は
営
業
所
所
在
地
法
と
の
関
係
よ
り
密
接
で
あ
る
と
い
う

事
態
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
証
明
に
よ
っ
て
、
第
二
項
の
推
定
が
覆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

(m) 

第
一
一
八
条
以
下
の
個
別
契
約
の
特
則
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
例
外
の
幾
っ
か
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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論

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
も
、
第
一
項
と
第
二
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
第
一
に
、
理
由

書
に
よ
る
と
、
第
二
項
の
「
推
定
L

を
覆
す
に
は
、
当
事
者
が
よ
り
密
接
な
関
係
を
証
明
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
が
、

(m) 

連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
裁
判
所
が
職
権
に
よ
っ
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
仮
に
、

こ
の
場
合
の
推
定
が
後
者
の
意
味
で
あ
る
と
し
た
ら
、
第
一
一
七
条
第
一
項
と
第
二
項
の
関
係
は
、
第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
と
通
常
の

抵
触
規
定
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
の
か
、
異
な
る
の
か
。
第
三
に
、
仮
に
両
者
の
関
係
が
一
般
例
外
条
項
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
と
し
た
な

北法40(3・152)624

説

ら
ば
、
何
故
、
二
回
同
じ
規
定
を
繰
り
返
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
第
一
一
七
条
第
一
項
は
、
無
用
の
規
定
で
は
な
か
っ
た
の

(
窃
)
か
。
第
四
に
、
逆
に
第
一
一
七
条
第
一
項
に
よ
る
修
正
機
能
が
第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
と
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
述
の
連
邦
裁
判
所

(
溺
)

の
判
例
は
、
む
し
ろ
第
一
一
七
条
の
先
例
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
判
例
は
、
第
一
一
七
条
の
立
法

趣
旨
を
説
明
し
え
て
も
、
第
一
五
条
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
理
由
書
は
、

こ
れ
ら
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
何
も
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
親
子
法
に
至
つ
て
は
、
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
連
邦
裁
判
所
の
判
決
は
、
二
件
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
一
件
は

(

m

)

(

m

)

 

傍
論
で
あ
る
。
よ
り
明
白
な
先
例
と
し
て
は
、
む
し
ろ
一
九
六
九
年
九
月
四
日
の
チ
ュ

1
リ
ツ
ヒ
高
等
裁
判
所
の
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い

ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
な
ど
の
問
題
は
、
父
の
本
籍
地
の
裁
判
管
轄
お
よ
び
法
に
従
う
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
連
邦
裁
判
所

の
判
例
に
よ
る
と
、

N
A
G第
八
条
は
、
同
第
三
二
条
に
よ
る
類
推
適
用
の
結
果
、
在
留
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
父
の
本
国
の
裁
判
管
轄
お

(
却
}

よ
び
本
国
法
の
適
用
と
読
み
換
え
ら
れ
て
い
た
。

一
九
七
六
年
に
削
除
さ
れ
る
前
の

N
A
G第
八
条
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
親
子

か
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

と
こ
ろ
で
、
チ
ュ

1
リ
ッ
ヒ
高
等
裁
判
所
の
事
件
に
お
い
て
は
、
戸
籍
上
の
父
は
、
イ
タ
リ
ア
国
籍
で
あ
る
か
、

た
と
え
無
国
籍
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
子
の
出
生
当
時
の
父
の
住
所
は
、

エ
ジ
プ
ト
国
籍
で
あ
る

エ
ジ
プ
ト
に
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
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し
で
も
、
戸
籍
上
の
父
が
ス
イ
ス
国
籍
を
有
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
た
め
、
前
述
の

N
A
G
第
八
条
の
解
釈
に
よ
る
と
、
ス
イ
ス

の
裁
判
所
は
管
轄
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
立
法
者
の
真
の
意
図
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
に
チ
ュ

1
リ
ツ

ヒ
高
等
裁
判
所
は
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
、
フ
リ
ッ
チ
ェ
の
論
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
関
係
が
同
質
で
な
い

{
加
)

場
合
に
は
、
妥
当
な
解
決
を
導
く
た
め
に
、
例
外
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
し
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
J

そ
し
て
、

N
A
G
の
立
法
当
時
に

予
想
さ
れ
て
い
た
カ
ン
ト
ン
間
事
件
で
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
は
ス
イ
ス
人
で
あ
る
か
ら
、
国
際
私
法
事
件
に
お
け
る
同
質
性
は
、
す
べ
て

の
当
事
者
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
の
み
存
在
す
る
。
従
っ
て
、
当
事
者
の
一
部
が
ス
イ
ス
人
で
あ
り
、
他
の
一
部
が
外
国
人
で
あ
る
場
合

に
は
、

Z
G
B第
一
条
第
二
項
に
い
う
法
の
欠
棋
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
裁
判
所
は
、
欠
棋
補
充
と
し
て
、
父

の
国
籍
で
は
な
く
、
子
の
国
籍
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
も
、
本
件
の
場
合
に
は
、
ス
イ
ス
人
が
真
実
の
父
で
あ
る
こ
と
が

ま
た
準
正
に
よ
っ
て
子
が
ス
イ
ス
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
結
局
、
ス
イ
ス
の
裁
判
管
轄
お
よ

び
ス
イ
ス
法
の
適
用
を
認
め
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
判
決
も
ま
た
、
一
般
例
外
条
項
の
先
例
と
し
て
掲
げ
る
に
は
、
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
、
本
判
決
の
主
た
る
争
点

は
、
裁
判
管
轄
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戸
籍
上
の
父
が
ス
イ
ス
国
籍
を
有
し
な
い
た
め
に
、
真
実
の
父
が
ス
イ
ス
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ

(m) 

ら
ず
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
な
い
、
こ
の
結
果
の
妥
当
性
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
判
決
は
、
子
の
国
籍
を

基
準
に
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
真
実
の
父
の
国
籍
を
基
準
に
し
た
の
と
異
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

N
A
G第
八
条
に
い

確
実
で
あ
り
、

う
父
の
国
籍
(
本
籍
地
)
を
戸
籍
上
の
父
で
は
な
く
、
真
実
の
父
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
論
理

的
に
は
、
ま
ず
戸
籍
上
の
父
と
の
関
係
が
否
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
真
実
の
父
と
の
関
係
が
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

(
却
)

真
実
の
父
の
国
籍
を
先
取
り
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
本
件
は
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要

ど
れ
に
該
当
す
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
裁
判
所
の
理
由
づ
け
は
、
む
し
ろ

N
A
G
に
は
ス
イ
ス
人
と
外
国
人
の
混
ざ
っ
た
家

北法40(3・153)625

素
の
う
ち
、



説

{
却
}

族
関
係
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
法
欠
融
問
題
に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
四
に
、
本
件
が
こ
の
よ
う
に
法
の
欠
棋
の
場
合
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
般
例
外
条
項
の
適
用
の
場
合
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
例
外
条
項
は
、
通
常
の
抵
触
規

(
邸
)

定
が
ま
ず
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
の
欠
触
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
件
の
論

理
構
成
が
一
般
例
外
条
項
の
先
例
と
し
て
疑
問
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
は
、
子

の
常
居
所
地
ま
た
は
父
母
の
一
方
の
住
所
地
の
裁
判
所
の
管
轄
に
服
し
(
第
六
六
条
)
、
か
つ
子
の
常
居
所
地
法
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
(
第

六
八
条
)
。
従
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
は
、
す
で
に
立
法
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、

N
A
G
に
お
け
る
例
外
条
項
が
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
六
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に

(
H

5
ω
)
、
N
A
G第
八
条
が
削
除
さ
れ
、
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
に
つ
い
て
は
、
子
ま
た
は
父
母
の
一
方
の
住
所
地
の
裁
判
所
が
管
轄

を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
第
八
d
条
第
一
項
)
。
ま
た
準
拠
法
に
関
し
て
は
、
親
子
の
共
通
住
所
地
法
を
第
一
順
位
と
す
る
段
階
的
連
結
が

採
用
さ
れ
、
同
一
国
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
親
子
の
共
通
本
国
法
が
、
共
通
住
所
地
法
も
共
通
本
国
法
も
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
(
第
八

e
条
第
一
項
)
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
段
階
的
連
結
の
全
体
に
つ
い
て
、
他
の
国
と
の
関
係
が
優
越
的

で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
(
同
条
第
三
項
)
。
こ
の
規
定
が
例
外
条
項
の
先
例
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九

(
揃
)

七
八
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
例
外
条
項
の
適
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
判
決
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
こ

の
条
項
の
適
用
を
否
定
し
た
一
九
八
一
年
六
月
一
八
日
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
、
学
説
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
母
子
の
国
籍
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
そ
れ
で
あ
り
、
住
所
も
そ
こ
に
有
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
父
と
さ
れ

る
者
の
国
籍
お
よ
び
住
所
は
、
と
も
に
ス
イ
ス
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

N
A
G第
八

e
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
共
通
住
所
地
法
も
共
通
本
国

法
も
存
在
し
な
い
場
合
と
し
て
、
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
例
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
審
お
よ
び
第
二
審
の
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ

ン
州
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
関
係
が
優
越
的
で
あ
り
、

N
A
G第
八

e
条
第
三
項
に
よ
り
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法
が
適
用
さ

論

北法40(3・154)626
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ス
イ
ス
法
に
も
と
づ
く
父
子
関
係
確
認
の
訴
え
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
父
と
さ
れ
る

者
の
側
に
も
一
定
の
重
心
が
存
在
す
る
と
し
て
、
こ
の
者
の
国
籍
お
よ
び
住
所
が
ス
イ
ス
に
あ
る
限
り
、
母
子
の
外
国
国
籍
お
よ
び
住
所
は
、

当
該
外
国
と
の
優
越
的
関
係
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
従
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き

(
却
)

で
あ
る
か
ら
、
実
質
審
理
に
入
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
破
棄
差
戻
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
ま
ず
ス
イ
ス
の
国
際
的
管
轄
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

N
A
G第
八
d
条
第
一
項
は
、
確
か
に
、
子

ま
た
は
父
母
の
一
方
の
住
所
が
ス
イ
ス
に
あ
れ
ば
、
ス
イ
ス
の
管
轄
を
生
じ
る
と
し
て
い
る
が
、
同
条
第
三
項
は
、
他
の
国
と
の
関
係
が
優

越
的
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
国
が
ス
イ
ス
の
裁
判
管
轄
を
承
認
し
な
い
場
合
に
は
、
ス
イ
ス
の
管
轄
を
結
局
は
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

(
瑚
)

し
、
州
裁
判
所
は
、
こ
の
点
を
全
く
審
理
せ
ず
、
単
に
外
国
法
の
適
用
か
ら
、
直
ち
に
ス
イ
ス
の
管
轄
を
否
定
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

れ
る
と
し
て
、た

と
え

N
A
G第
八
d
条
に
よ
り
、

N
A
G第
八

e
条
第
三
項

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
こ
れ
が
問
題
と
な
る
。
現
に
、
例
外
条
項
の
適
用
を
否
定
し
た

連
邦
裁
判
所
判
決
は
、
学
説
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
判
決
は
、
子
の
利
益
よ
り
も
父
と
さ
れ
る
者
の
利
益
を
重
視
し
、
か

(
却
)

つ
例
外
条
項
を
外
国
法
の
適
用
の
た
め
で
は
な
く
、
専
ら
自
国
法
の
適
用
の
た
め
に
の
み
利
用
す
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た、

N
A
G第
八

e
条
第
三
項
と

I
P
R
G第
一
五
条
の
文
言
を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
、
他
国
と
の
関
係
が
優
越
的
で
あ
る
こ
と
だ
け
を

(
加
)

要
求
し
、
後
者
の
よ
う
に
通
常
の
準
拠
法
と
の
関
係
が
乏
し
い
こ
と
ま
で
は
必
要
と
し
な
い
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
本
件
の
よ
う
な
事
例
が

I
P
R
G
第
一
五
条
に
該
当
す
べ
き
場
合
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
ま
た
別
問
題

次
に
、

ス
イ
ス
の
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、

に
よ
り
、

北法40(3・155)627

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ω-AH∞一

ωnzzgσR-nFF
白・白・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω-N∞
・
呂
町
・



説論

(
加
)
ゎ
・
開
-
u
c
E
2
・
F
g
n
]
回
己
∞
自
己
w
m
H
j
n
巾
匂
巴
O
ロ
巾
ロ
巳
g
x
E
Z
『
口
同
己
。
ロ
白
-
胃
Z
m
(
巴
∞
ω
)
・
℃
印
吋
口
。
S
E
a
-
し
か
し
、
デ
ュ
プ
ラ
ー
が
掲
げ
る

切
の
ω
0
・
ω
・
5
詰
-
∞
の
H
W
H
O
M
口
E
ω
・
∞
-
E
由
一
切
の
邑
・
品
-
E
g
w
∞
の
開
=
E
H
ω
m
w
ω
・
8
は
、
い
ず
れ
も
不
動
産
契
約
の
方
式
と
実
質
を
同
一

の
準
拠
法
、
す
な
わ
ち
不
動
産
所
在
地
法
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
他
の
判
例
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
最
初
の
判
例
と
さ
れ
る
切
の
冨
・
也
呂
ω
少
∞
の
開
き
口
N
2
・
ω
一
・
ω
2
同
で
は
、
当
時
の
判
例
に
よ
り
、
一
般
的
に
は
契
約
の
履
行
地
法
が
最

も
密
接
な
関
係
の
法
と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
で
は
、
返
還
債
務
の
履
行
地
は
、
借
主
の
随
意
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
借
主
の
住
所
地
、
金
銭
の
使
途
、
契
約
公
証
の
方
式
、
担
保
物
の
所
在
地
、
裁
判
管
轄
な
ど
か
ら
、
ド
イ
ツ

法
が
最
も
密
接
な
関
係
の
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
同
じ
く
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
回
の
N
・
ω
・
5
ω
吋
・
切
の
開
∞
ω
口
品
N
W

ω
・
主
同
・
一
切
の
5
・
∞
・
呂
町
N
-
∞
の
開
叶
∞
ロ
E
0
・
∞
-
E
回
目
後
者
に
関
し
て
は
、
後
述
m
3参
照
。
代
理
商
契
約
に
関
し
て
は
、

O
R
第
四
一
八
b

条
第
二
項
に
よ
り
、
代
理
商
が
活
動
を
行
う
地
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
例
外
を
認
め
た
判
例
と
し
て
は
、

∞
の
円
ω
・
5
8
・
切
の
何
言
ロ
8
・
ω
・
怠
・
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述
m
3
参
照
。
い
わ
ゆ
る
独
占
的
代
理
庖
契
約
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
変
遷
が

あ
る
。
切
の
巳
N
・
5
印
N
・
切
の
開
話
回
=
・
ω
・
∞
同
町
内
・
は
、
こ
れ
を
抵
触
法
の
観
点
か
ら
は
売
買
契
約
で
あ
る
と
し
て
、
例
外
の
可
能
性
を
認
め
な

が
ら
も
、
特
徴
的
給
付
の
履
行
義
務
者
で
あ
る
売
主
の
住
所
地
法
を
適
用
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
切
の
ω
・
巴
-
z
s
w
∞
の
開
∞
∞
ロ
ミ
y
ω
・
お
仏

門
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
、
買
主
、
す
な
わ
ち
代
理
庖
の
住
所
地
法
を
適
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
更
に
、
目
。
E
-
U
-
E
戸
・
切
の
開
5
0

ロ
8
0
・
は
、
判
例
を
変
更
し
、
独
占
的
代
理
屈
契
約
に
お
け
る
特
徴
的
給
付
は
、
代
理
屈
が
行
う
給
付
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
動
産
売
買
契
約
に

関
し
て
は
、
∞
の
ω
・
ロ
・
5
k
g
w
∞
の
開
ロ
ロ
品
。
印
w
∞
・
品
H
H
同
・
が
履
行
地
法
の
適
用
に
対
す
る
例
外
の
可
能
性
を
認
め
た
も
の
の
、
本
件
に
つ
い
て

は
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
∞
の
品
・
叶
・
5
g
w
切
の
何
話
口
広
印
で
は
、
最
も
密
接
な
関
係
は
通
常
、
売
主
の
住
所
地
国
と
の
聞
に
存
す
る
と

さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
売
主
は
契
約
締
結
当
時
、
無
住
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
そ
の
他
の
事
情
と
し
て
、
契
約
締

結
地
、
買
主
の
住
所
地
、
信
用
状
の
発
行
地
、
目
的
物
の
検
査
証
発
行
地
な
ど
か
ら
、
最
も
密
接
な
関
係
は
ス
イ
ス
に
あ
る
と
判
断
し
た
。
保
証

契
約
に
つ
い
て
、
切
の
お
・
由
・
5
2
・
∞
の
明
白
コ
H
N
H
印
・
ω
-
N
N
C
同
で
は
、
最
も
密
接
な
関
係
の
法
は
、
一
般
に
保
証
人
の
住
所
地
(
プ
ダ
ペ
ス
ト
)

に
よ
っ
て
定
ま
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
他
の
連
結
点
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
集
中
し
て
い
る
と
判
断
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
を
適
用
し
た
。

最
後
に
、
混
合
契
約
に
つ
い
て
、
∞
の
印
・
ω
・
5
=
・
切
の
開
5
0
ロ
ω
少
ω
-
g
円
で
は
、
売
買
契
約
が
代
理
商
契
約
に
従
属
し
て
い
る
と
し
て
、
代

理
商
が
活
動
を
行
う
地
の
国
の
法
(
ド
イ
ツ
法
)
が
適
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
∞
。
-
H
0
・
5
g
w
∞
の
開
宮
口
ω
印
印
・
ω
・
ω
g
R
に
つ
い
て
は
、
本
文

参
照
。

北法40(3・156)628



スイス国際私法典におげる若干の基本的諸問題(二・完)

(
加
)
す
な
わ
ち
、
切
の
吋
・

ω・
呂
町
0

・
∞
の
開
封
口
忠
一
切
の
H
0
・
∞
冨
印
N
-

∞
の
何
叶
∞
口

E
C
一
切
の
H

・
5
・
5
2・
切
の
開
宮
口

ω印印・

(m)
切
の
]
「
H
0
・]{由
a
m
F

∞
の
明
也
品
目
円
ω印日・

(m)
切。
Z
与
え
仲
畑
出
・
目
・
。
・
〉
ロ
ヨ
・

(
3
・
ω
-
H
S・
〈
弘
・
国
広
n
y
ω
n
E
C田谷
R-nvy
出・目・

0
唱
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω
-
N
E
同・

(
却
)
前
掲
・
注
(
加
)
の
判
例
参
照
。
〈
m
-
E
n
y
-
-
ω
n
v
g田口門戸巾
F
E
R
E白色。口出
-
2
〈巾円同門出血刷凹
5
n
z
l
E
z
r
g
N
5
g
a
-
m
w
a門
ロ
ロ
門
目
。
立
岳
吾
、
巾

〉
口
付
ロ
ロ
又
ロ
ロ
m
L口一回り巾印仲間門町『
5

E吋
冨
。
印
巾
♂
白
・
白
・

0
・w
〉ロ
5
・(民)・

ω・器内・・
2
一
ω・
ω円。]釦ロ
O三
n-
問
、
巾
仏
円
。
芹
母
印
。
豆
一
閲
兵
一
。
g
a自
己
田

口。ロ〈巾ロ冊目。一『巾門山由『同-巾田口一印
mw

巾田口
-

1

]

巾門四円。-円一口丹巾吋口同巴。ロ釦
-
U
『一〈
mw
閉山巾〈
-
n
円一昨己吋-一口一[巾『ロ国
-F

℃『{〈巾(]{也∞∞
)
-
u
-
M叶∞・

(
別
)
フ
ォ
ン
・
オ

i
ヴ
ァ

l
べ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
「
最
も
密
接
な
関
係
」
も
「
特
徴
的
給
付
」
も
単
な
る
立
法
理
由
に
す
ぎ
ず
、
ど
ち
ら
も
法
律
の
条

文
に
書
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
抵
触
規
定
が
連
結
点
と
し
て
住
所
を
定
め
て
い
る
場
合
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ
が
当
該
人
の
生
活

関
係
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
、
い
ち
い
ち
断
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
〉
・
同
〈
Oロ
。
認
可
σ
R
w
h
o三
E
2回
一
吋
宮

ω豆
回
目

U
E
ロ
ω
S
E
Z

n
c
g宮
吋
邑
三
件
目
二
宮
間
開
門
U・
ゎ
。
ロ
〈
巾
ロ
丘

o
p
E
一同)・冨

-
Z
2
S
S
E
-
(
U
Oロ
昨
日
立
の

Oロ
E
n
g
(
H
S
N
)
唱匂
-

M
叶∞-

(m)
特
徴
的
給
付
の
理
論
の
提
唱
者
と
さ
れ
る
シ
ュ
ニ
ツ
ア
ー
が
一
九
八

O
年
に
公
表
し
た
国
際
私
法
の
対
案
で
は
、
契
約
の
客
観
的
連
結
は
、
次

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
第
五
八
条
双
務
契
約

1

双
務
契
約
は
、
契
約
を
特
徴
づ
け
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
地
の
法
に
よ
る
。

2

前
項
の
給
付
は
、
一
般
に
、
請
求
を
受
け
た
営
業
所
の
所
在
地
、
通
常
の
職
業
活
動
地
、
ま
た
は
か
か
る
給
付
の
義
務
を
負
う
者
の
住
所

地
も
し
く
は
常
居
所
地
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

3

第
三
条
の
適
用
は
留
保
す
る
。
L

「
第
三
条
回
避
条
項

事
案
の
事
情
が
例
外
的
に
他
の
法
秩
序
と
よ
り
密
接
な
関
係
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
か
か
る
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す

る
。
」
〉
・
出

ω
n
F
E
R
R
-
の
巾
肉
巾
ロ
巾
え
さ
ロ
ユ
怠
『
巾

E
R
V毛
色

N巾江田口
y
g
門司

maの
2
2
N噂

JSω
』

N
(冨∞
O
)
ω
S

更
に
、
フ
ォ
ン
・
オ

l
ヴ
ァ

l
べ
ッ
ク
は
、
前
述
・
注
(
剖
)
の
よ
う
な
理
由
か
ら
第
一
一
七
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
両
方
を
無
用
の
規

定
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
第
三
項
の
よ
う
な
契
約
類
型
に
則
し
た
規
定
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
必
要
な
柔
軟
性
は
、
例
外

条
項
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
ま
た
、
法
定
の
契
約
類
型
に
該
当
し
な
い
契
約
に
つ
い
て
は
、
法
の
欠
訣
と
し
て
、

Z
G
B
第
一
条
第

北法40(3・157)629
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二
項
に
よ
り
補
充
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
〈
O
D
O
S
号
R
-
P
O匂・円一円
--P(NNew℃
-N叶∞・〈・白
5
包
〈
O
ロ
0
5岳
町
円
}
?
。
円
)-n-?

ロ・
(
A
F
M
W
)

唱匂・日白]戸田・

(
拙
)
後
述
m
3
の
よ
う
に
、
第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
は
、
き
わ
め
て
制
限
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
一
七
条
第
一
項
に

よ
る
修
正
機
能
は
、
単
に
他
の
法
と
の
よ
り
密
接
な
関
係
が
存
在
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
ま
た
、
前
述
の
連
邦
裁
判
所
判
決
も
、

例
外
的
状
況
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
第
一
五
条
ほ
ど
厳
格
な
要
件
を
求
め
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
前
掲
・
注
(
別
)
の
判

例
も
参
照
。

(m)
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
公
式
判
例
集
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。
切
の
ロ
・
ロ

-
E弓・

ω』日

(
H
S
S
S
U
一
切
の

5
・
H
N
-
E
3・
ω出
岡
山
口
百
∞
)
部
恒
・

第
一
の
事
件
に
お
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
イ
タ
リ
ア
人
夫
婦
が
ス
イ
ス
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
別
居
し
た
が
、
一

0
カ
月
後
に
子
が

出
生
し
、
そ
の
子
は
、
夫
の
嫡
出
子
と
し
て
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
夫
は
父
子
関
係
否
認
の
訴
を
提
起
し
た
。
こ
の
訴
は
、
父
の
住
所

地
(
ル
ガ
ノ
)
の
裁
判
所
に
お
い
て
認
容
さ
れ
、
ボ

l
州
の
戸
籍
に
記
載
芦
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
子
の
後
見
人
が
父
子
関
係
確
認
の
訴

を
ヌ
シ
ャ
テ
ル
州
裁
判
所
に
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
先
の
父
子
関
係
否
認
の
判
決
は
、
裁
判
所
が
管
轄
を
欠
く
た
め
に
無
効
で
あ
り
、
従
っ
て
、
父

子
関
係
は
否
認
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
訴
却
下
の
決
定
を
下
し
た
。
こ
の
決
定
を
受
け
て
、
ボ

1
州
政
府
は
、
父
子
関
係
否
認
の
記
載
を
戸
籍

か
ら
抹
消
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
が
本
件
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
は
、
ル
ガ
ノ
裁
判
所
の
判
決
が
連
邦
裁
判
所

の
判
例
に
反
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
い
ま
だ
無
効
と
す
る
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
。
「
外
国
国
籍
の
当
事
者
に
関
す
る
親
子
関
係
否
認
の
訴
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
す
べ
て
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
本
国
管
轄
の
原
則
に
例
外
が
認
め
ら
れ
な
い
か
否
か
を
問
う
こ
と
も
で

き
る
。
」
更
に
、
ル
ガ
ノ
裁
判
所
は
イ
タ
リ
ア
法
に
も
と
づ
い
て
判
決
を
下
し
て
お
り
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
に
つ
い
て
専
属
管

轄
を
要
求
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

N
A
G第
八
条
の
解
釈
は
、
本
件
に
お
い
て
は
傍
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
事
件

に
お
い
て
は
、
夫
は
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
、
妻
は
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
し
、
一
九
五
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
婚
姻
を
挙
行
し
た
が
、
一
九
五
九

年
以
来
別
居
し
て
い
た
。
委
は
、
更
に
一
九
六
九
年
以
来
ス
イ
ス
に
お
い
て
ス
イ
ス
人
男
と
同
居
し
、
一
九
七
三
年
一
月
一
五
日
に
子
を
出
生
し

た
。
そ
し
て
、
同
年
二
月
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
離
婚
し
、
翌
一
九
七
四
年
二
月
二
八
日
に
ス
イ
ス
人
男
と
再
婚
し
た
。
そ
こ

で
、
一
九
七
五
年
六
月
四
日
、
子
は
父
子
関
係
否
認
の
訴
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ヌ
シ
ャ
テ
ル
州
裁
判
所
は
、

N
A
G
第
八

条
お
よ
び
第
三
二
条
に
も
と
づ
い
て
訴
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
上
訴
が
本
件
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
は
、
後
述
の
一
九
六
九
年
九
月
四
日

の
チ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
高
等
裁
判
所
判
決
と
ほ
ぽ
同
様
の
論
旨
を
展
開
し
て
、
破
棄
差
戻
の
判
決
を
下
し
た
。
従
っ
て
、
後
述
の
チ
ュ

i
リ
ッ
ヒ
高
等

北法40(3・158)630



スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

裁
判
所
判
決
に
対
す
る
疑
問
点
は
、
す
べ
て
本
判
決
に
も
当
て
は
ま
る
。
な
お
、
前
述

H
5
ω
の
よ
う
に
、

り
第
八
条
は
削
除
さ
れ
た
が
、
改
正
法
の
発
効
は
、
一
九
七
八
年
一
月
一
日
か
ら
で
あ
っ
た
。

(
捌
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ロ
ロ
σ
Z
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-n-f
ロ・

(NE)
・匂
-
E
N・
デ
ュ
プ
ラ

l
は
、
本
判
決
が
子
の
常
居
所
を
連
結
点
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
例
外
条
項
適
用
の
事
例
に

該
当
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
る
と
、
本
件
は
、
連
結
点
の
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
連
結
点
の
是
正
で
は
な
い
。
な

お、

N
A
G
旧
第
八
条
は
、
単
に
父
の
本
籍
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
ぐ
・
白
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叶・

(捌
)
Z
G
B
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
本
法
は
、
文
言
ま
た
は
解
釈
に
よ
り
規
整
の
対
象
と
な
っ
た
す
べ
て
の
法
律
問
題
に
適
用

さ
れ
る
。
本
法
か
ら
い
か
な
る
規
定
も
導
き
出
せ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
慣
習
法
に
よ
り
、
慣
習
法
も
な
い
と
き
に
は
、
立
法
者
で
あ
っ
た

な
ら
ば
定
立
し
た
で
あ
ろ
う
規
則
に
よ
り
、
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
権
威
あ
る
学
説
お
よ
び
法
的
伝
統

に
従
う
も
の
と
す
る
。
」
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捌
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但
し
、
第
八

e
条
第
一
項
第
三
号
に
よ
り
、
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
、
子
の
家
庭
の
中
心
が
ス
イ
ス
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
同

条
第
三
項
に
い
う
優
越
的
関
係
が
ス
イ
ス
と
の
聞
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
と
し
て
、
同
条
第
一
項
の
適
用
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
同
条
第
三

項
を
引
用
し
た
連
邦
裁
判
所
判
決
が
あ
る
。
切
の
巴
・
∞
・

5
∞
0・
∞
の
同
山
呂
品
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一
九
七
六
年
の

N
A
G
の
改
正
に
よ
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捌
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こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ス
イ
ス
の
判
例
に
お
け
る
並
行
原
則
の
傾
向
は
、

〉ロヨ・
(
N
N
)
λ
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・
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却
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司
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つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〈
2
n
y
巾
〆
白
・
白
・

0
・・

論

I
P
R
G
第
一
五
条
の
適
用
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素

I
P
R
G第
一
五
条
の
構
成
要
件
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
制
限
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
案
が
通
常
の
準
拠
法
と
わ
ず
か

の
関
係
だ
け
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
事
案
が
他
の
法
と
は
る
か
に
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
す
べ
て
の
事
情

か
つ
「
例
外
」
的
に
の
み
、
通
常
の
連
結
点
が
修
正
さ
れ
る
の
で

3 

か
ら
明
白
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
件
を
充
た
し
た
場
合
に
、

あ
る
。しか
し
、

I
P
R
G第
一
五
条
の
よ
う
な
一
般
条
項
に
つ
い
て
、
適
用
例
を
厳
密
に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
も
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
だ
け
を
掲
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素

は
、
学
説
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、

ま
ず
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
に
掲
げ
ら
れ
た
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
、
次
に

報
告
書
お
よ
び
理
白
書
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
フ
ィ
シ
ャ

i
が
提
案
し
て
い
た
要
素
、
最
後
に
そ
の
他
の
要
素
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
に
掲
げ
ら
れ
た
要
素
の
う
ち
、
他
の
法
と
の
よ
り
密
接
な
関
連
は
、
争
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
更
に
、

お
よ
び
場
所
的
ま
た
は
時
間
的
観
点
に
お
け
る
通
常
の

別
の
法
に
従
う
他
の
法
律
関
係
へ
の
密
接
な
従
属
(
以
下
で
は
従
属
関
係
と
い
う
)
、

連
結
点
の
孤
立
化
(
以
下
で
は
単
に
孤
立
化
と
い
う
)

に
分
け
ら
れ
る
。

従
属
関
係
の
例
は
、
す
で
に
引
用
し
た
一
九
六
八
年
一

O
月
一
日
の
連
邦
裁
判
所
判
決
を
始
め
、

と
り
わ
け
契
約
法
の
事
例
に
お
い
て
見

北法40(3・160)632
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ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
従
属
関
係
は
存
在
し
う
る
と
す

る
。
例
え
ば
、
デ
ュ
プ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
妻
の
書
面
に
よ
る
同
意
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
四
九
四
条
)
な
く
、
夫
が
ス
イ
ス
に
お
い
て
締
結
し

た
保
証
契
約
の
有
効
性
は
、
婚
姻
の
効
力
に
従
属
し
う
る
と
さ
れ
、
ま
た
戸
籍
上
の
父
と
の
親
子
関
係
の
否
認
は
、
真
実
の
父
と
の
親
子
関

(
加
)

係
の
確
認
ま
た
は
認
知
に
従
属
し
う
る
と
さ
れ
る
。
更
に
、
フ
ォ
ン
・
オ

l
ヴ
ァ

l
ベ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
相
続
は
夫
婦
財
産
制
に
従
属
し
う

(
加
)

る
し
、
逆
に
夫
婦
財
産
制
は
、
相
続
に
従
属
し
う
る
と
も
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
む
し
ろ
法
律
関
係
性
質
決
定
と
し

て
、
論
理
的
に
は
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
の
前
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
デ
ュ
プ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
一
般

例
外
条
項
の
事
前
適
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
律
関
係
性
質
決
定
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

他
方
、
孤
立
化
に
関
し
て
も
、
ま
ず
契
約
法
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ィ
シ
ャ

l
が
引
用
す
る
一
九
五
二
年
六
月
一

O
日
の
連
邦
裁
判
所

判
決
に
よ
る
と
、
本
件
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
主
は
ス
イ
ス
人
で
あ
り
、
そ
の
家
族
は
、
一
九
四
五
年
以
来
ス
イ
ス
に
住
所

を
有
し
て
い
た
。
本
件
契
約
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
が
、
貸
主
が
そ
こ
に
住
所
を
有
し
て
い
た
の
は

(
Z
G
B第
二
四
条
第

二
項
)
、
以
前
に
住
ん
で
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
引
き
上
げ
た
財
産
を
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
に
換
え
て
い
た
た
め
に
、
生
活
必
需
品
の
購
入
を
ド

イ
ツ
で
し
か
行
い
え
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
借
主
も
西
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
も
の
の
、
当
時
す
で
に
ス
イ
ス

へ
の
入
国
許
可
を
申
請
し
て
お
り
、
そ
れ
は
後
に
取
得
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
当
事
者
は
、
当
初
よ
り
ス
イ
ス
に
お
け
る
貸
金
の
返
還
を
予

定
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
ま
た
現
に
、
そ
の
趣
旨
の
合
意
が
後
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
と

の
関
係
は
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
密
接
な
場
所
的
関
係
は
、
む
し
ろ
ス
イ
ス
と
の
聞
に
存
在
す
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、

連
邦
裁
判
所
は
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
貸
主
の
契
約
締
結
時
の
住
所
地
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
本
件
に

ス
イ
ス
法
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

北法40(3・161)633

お
い
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
プ
ラ
1
は
、
不
法
行
為
に
お
け
る
例
と
し
て
、

一
九
七
三
年
五
月
二
日
の
連
邦
裁
判
所
判
決
を
挙
げ
て
い
る
。
本



説

件
に
お
い
て
は
、
事
故
発
生
地
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、
車
に
同
乗
し
て
い
た
両
当
事
者
は
、

有
し
て
い
た
。
車
は
、
ス
イ
ス
・
ナ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
ま
た
、

ス
イ
ス
人
で
あ
り
、

ス
イ
ス
の
保
険
に
入
っ
て
い
た
。
し
か
も
、

ス
イ
ス
に
住
所
を

北法40(3・162)634

フ
ラ
ン
ス
は
、
単
な
る
ヴ
ァ
カ

論

ン
ス
の
地
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
不
法
行
為
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
は
孤
立
化
し
て
お
り
、

{
加
)

よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

I
P
R
G
の
範
囲
内
で
考
え
る
な
ら
ば
、

(
加
)

こ
の
よ
う
な
ケ

l
ス
は
、
す
で
に
第
一
三
三
条
第
一
項
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

次
に
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
に
掲
げ
ら
れ
た
要
素
の
残
り
二
つ
、
す
な
わ
ち
当
事
者
の
期
待
お
よ
び
矛
盾
し
た
結
果
の
回
避
に
つ
い
て

は
、
学
説
に
お
い
て
大
い
に
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
当
事
者
の
期
待
に
関
し
て
も
、
や
は
り
契
約
法
の
例
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
デ
ィ
エ
ツ
ィ
が
引
用
す
る
一
九
五

O
年
三
月
七
日
の
連
邦
裁
判
所
判
決
に
よ
る
と
、
ス
イ
ス
の
企
業
聞
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
南

米
に
お
け
る
代
理
商
契
約
は
、

O
R第
四
一
八
b
条
第
二
項
の
解
釈
に
よ
る
な
ら
ば
、
契
約
履
行
地
法
に
従
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

契
約
の
履
行
地
が
南
米
の
す
べ
て
の
国
に
及
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
当
事
者
は
、
契
約
を
単
一
の
法
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る

と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
例
外
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
単
一
の
準
拠
法
は
、
両
当
事
者
の
設
立
準
拠
法
・
契
約

締
結
時
の
本
庖
所
在
地
法
・
契
約
締
結
地
法
で
あ
る
ス
イ
ス
法
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
結
局
、
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
と
判
決

(
却
)

し
た
。し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
当
事
者
の
期
待
は
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
に
際
し
て
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
批
判
が
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
の
重
視
は
、
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
分
野
に
お
い
て
、
客
観
的
連
結
を
空
洞
化
す

(
加
)

る
虞
が
あ
る
し
、
ま
た
、
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
分
野
に
お
い
て
も
、
仮
定
的
当
事
者
意
思
は
考
慮
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
硲
「
他

(
却
)

方
に
お
い
て
、
報
告
書
の
記
述
か
ら
は
、
当
事
者
の
期
待
は
、
客
観
的
に
認
識
し
う
る
限
り
で
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
が
、
し

(
矧
)

か
し
、
客
観
的
な
予
見
可
能
性
は
、
ま
さ
に
通
常
の
抵
触
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
証
さ
れ
う
る
と
の
批
判
が
あ
る
。



更
に
、
報
告
書
は
、
当
事
者
の
期
待
保
護
の
例
と
し
て
、
当
事
者
が
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
準
拠
法
の
変
更
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
ケ

l
ス
は
、
す
で
に

I
P
R
G
に
お
い
て
、
十
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る

(
部
)

条
、
第
九

O
条
第
二
項
)
。
ま
た
、

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

(
第
五
五
条
、
第
六
九

一
般
的
に
言
っ
て
も
、
準
拠
法
の
変
更
に
よ
る
不
都
合
な
結
果
は
、
通
常
の
抵
触
規
定
の
解
釈
に
よ
っ
て

(
舗
)
(
矧
)

一
般
例
外
条
項
の
適
用
を
必
要
と
し
な
い
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
報
告
書
は
、
矛
盾
し
た
結
果
の
回
避
と
し
て
、
先
決
問
題
お
よ
び
調
整
問
題
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
決
問
題
に
対
し
て

(
羽
)

は
、
そ
れ
は
通
常
の
抵
触
規
定
の
確
定
の
問
題
と
し
て
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
の
前
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま

(
却
)

た
調
整
問
題
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
実
質
法
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
問
題
と
し
て
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
先
決
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
律
関
係
性
質
決
定
の
場
合
と
同
様
に
、
一
般
外
条
項
の
事
前
適
用
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
回
避
で
き

(
捌
)

る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
解
も
見
ら
れ
る
。

報
告
書
は
、
更
に
、
当
該
法
律
関
係
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
の
解
決
と
一
致
し
た
判
決
を
挙
げ
、
こ
れ
が
反
致
と
同
じ
結
果
に
至
る

一
般
例
外
条
項
に
反
致
の
ケ

1
ス
を
含
め
る
べ
き
か
否
か
は
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
は
、

I
P
R
G

(
加
)

一
般
例
外
条
項
に
よ
っ
て
反
致
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、

是
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

と
す
る
。
し
か
し
、

第
一
四
条
に
該
当
し
な
い
ケ

l
ス
に
お
い
て
も
、

とれ
のに
批対
判し
がて
あ
るa反
。)致

は

I
P
R
G第
一
四
条
に
よ
っ
て
の
み
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
第
一
五
条
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
な

次
に
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
か
ら
削
除
さ
れ
た
フ
ィ
シ
ャ
ー
が
提
案
し
て
い
た
要
素
を
見
て
い
く
。
第
一
に
、
フ
ィ
シ
ャ

1
は
、
当
事

者
の
期
待
の
中
に
、
あ
る
法
の
下
に
お
い
て
有
効
に
成
立
し
た
法
律
行
為
の
効
力
維
持
を
含
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
既
得
権
の
保
護
と
言
い

(
却
)

換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
既
得
権
成
立
の
根
拠
と
な
っ
た
法
が
必
ず
し
も
事
案
と

(
捌
)

最
も
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
す
べ
て
一
般
例
外
条
項
の
中
に
含
め
る
こ
と
に
は
、
抵
抗
が
見
ら
れ
る
。
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説

第
二
に
、
矛
盾
し
た
結
果
の
回
避
に
は
、
他
国
が
事
案
の
規
制
を
欲
し
、
か
つ
事
実
上
の
執
行
力
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
自
国
法

の
後
退
の
可
能
性
が
特
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
相
続
人
不
存
在
の
場
合
に
お
け
る
国
家
の
無
主
物
に
対
す
る
主
権
的
請
求
権
と
相

(
筋
)

続
に
も
と
づ
く
請
求
権
と
の
対
立
、
も
し
く
は
物
権
の
準
拠
法
と
相
続
の
準
拠
法
の
対
立
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
特
に
そ
の

他
の
調
整
問
題
と
区
別
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
い
た
め
に
削
除
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
公
序
お
よ
び
ハ

l
ド
条
項
が
あ
る
。
し
か
し
、
公
序
条
項
に
関
し
て
は
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
自
体
が
一
般
例
外
条
項
と
は

根
本
的
に
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
例
外
条
項
に
お
い
て
は
抵
触
法
的
考
慮
が
、
公
序
条
項
に
お
い
て
は
実
質
法
的
考
慮

(
揃
}

が
前
面
に
出
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
、
デ
ュ
プ
ラ

l
は
、
よ
り
詳
細
に
両
者
の
違
い
を
分
析
し
て
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
外
条

項
は
、
通
常
の
準
拠
法
が
確
定
し
た
段
階
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
公
序
条
項
は
、
準
拠
法
の
内
容
が
確
定
し
た
後
に
適
用
さ

れ
る
。
例
外
条
項
は
、
連
結
点
を
是
正
す
る
の
に
対
し
て
、
公
序
条
項
は
、
実
質
法
の
適
用
結
果
を
問
題
に
す
る
。
例
外
条
項
は
、
外
国
法

を
排
除
す
る
だ
け
で
な
く
、
内
国
法
を
も
排
除
す
る
が
、
公
序
条
項
は
、
外
国
法
だ
け
を
排
除
す
る
。
例
外
条
項
は
、
準
拠
法
の
全
体
を
排

除
す
る
の
に
対
し
て
、
公
序
条
項
は
、
公
序
に
反
す
る
規
定
だ
け
を
排
除
す
る
。
例
外
条
項
は
、
当
事
者
の
法
選
択
が
あ
る
場
合
を
始
め
、

そ
の
他
に
も
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
(
後
述
m
4
)
、
公
序
条
項
は
、
国
際
私
法
の
全
分
野
に
お
い
て
適
用
し
う
る
。
従
つ

(
加
)
(
揃
)

て
、
公
序
条
項
と
例
外
条
項
と
は
、
全
く
異
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
そ
の
他
の
考
慮
す
べ
き
要
素
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
お
く
。
第
一
に
、
法
律
関
係
性
質
決
定
の
問
題
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
従
属
関
係
お
よ
び
先
決
問
題
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
例
外
条
項
の
事
前
適
用
に
よ
っ
て
、
法
律
関

係
性
質
決
定
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
と
、
一
般
例
外
条
項
は
あ
く
ま
で
通
常
の
抵
触
規
定
が
確
定
し
た
後
に
適
用

(m) 

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。

論

第
二
に
、
法
廷
地
法
お
よ
び
第
三
国
法
の
強
行
規
定
の
適
用
な
い
し
考
慮
を
、

一
般
例
外
条
項
の
一
場
合
と
み
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に

北法40(3・164)636



スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

I
P
R
G第
一
八
条
お
よ
び
第
一
九
条
は
、
第
一
五
条
に
対
し
て
特
別
法
の
関
係
に
立
つ
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
公
序

を
含
め
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
同
様
に
、
少
な
く
と
も

I
P
R
G第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
は
、
抵
触
法
的
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
(m) 

り
、
第
一
八
条
お
よ
び
第
一
九
条
は
、
実
質
法
的
利
益
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
両
者
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
一
般
例
外
条
項
は
、

I
P
R
G
が
特
に
別
段
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
限
り
、
す
べ
て
の
総
論
上
の
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き

(m) 

る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
指
定
の
範
囲
(
第
一
三
条
)
・
反
致
(
第
一
四
条
)
・
外
国
法
の
証
明
お
よ
び
不
明
(
第
一
六
条
)
・

公
序
の
消
極
的
お
よ
び
積
極
的
機
能
(
第
一
七
条

1
第
一
九
条
)
は
、
特
別
の
規
定
が
あ
る
た
め
除
外
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
問
題
は
、
す

べ
て
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
総
論
上
の
問
題
の
中
で
も
、
調
整
問
題
の
よ
う
に
実
質
法
上
の
考
慮

に
基
づ
く
も
の
は
、
前
述
の
学
説
の
傾
向
か
ら
み
る
と
、
除
外
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
準
拠
法
の
変
更
の
よ
う
に
、
通
常
の
抵

触
規
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
処
理
し
う
る
も
の
も
除
外
さ
れ
よ
う
。
更
に
、
当
事
者
の
期
待
や
既
得
権
の
保
護
な
ど
は
、
そ
れ
を
全
面
的
に
考

慮
す
る
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
抵
抗
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
反
致
の
よ
う
に
、
制
限
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て

は
、
規
定
の
範
囲
外
に
お
い
て
、

トム
F
4
h
v

〉』、

一
般
例
外
条
項
が
そ
れ
を
扱
う
可
能
性
も
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に
、
法
律
関
係
性
質
決

定
や
先
決
問
題
の
よ
う
に
、
部
分
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
分
野
も
あ
る
。
従
っ
て
、

一
般
例
外
条
項
は
、

一
定
の
限
度

に
お
い
て
国
際
私
法
総
論
上
の
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
べ
て
の
問
題
を
扱
う
こ
と
は
、

で
あ
る
し
、
国
際
私
法
の
発
展
の
た
め
に
な
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
不
可
能

(
加
)
ノ
イ
ハ
ウ
ス
は
、
こ
れ
だ
け
が
第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る

o
Z
2
E
5・
白
・
由
・
。
よ
〉
ロ
ヨ
・
(
冨
吋
)
・

ω-N弓
・
同
様

の
見
解
と
し
て
、
同
日

E
R
-
白・白

9
・〉
D
5・
(
N
ω

印)
w

∞-E-

(
抑
)
∞
の

H・
5
・
5
2・
∞
の
開
宮
口

ωω
印・〈
m-・
2
n
y
∞の印・

ω
-
E
2・
切
の
開

HOo--2・
前
者
に
つ
い
て
は
、
前
述
皿
2
参
照
。
後
者
に
つ
い
て

は
、
前
述
・
注
(
加
)
参
照
。
〈
同
己
印
回
一
ロ
ロ
E
R
-
o
u
-
n
-
7
ロ

(NS)
・℃
-
H
S
一旦巾同
Nr白・白・

0
・・〉ロヨ・

(NE)
・
ω
霊・
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説

(拙

)
U
Z押】}巾叶喝。
u-n-F-
ロ・

(NHS-U
印
H-HSW
回
目
・
前
述
凹

2
の
チ
ュ

l
Hノ
ツ
ヒ
高
等
裁
判
所
判
決
参
照
。

(
拙
)
〈
。
ロ
。
〈
巾
円
σRwwOH)-nF-
ロ・

(Nog-H)・
ロ
o
g
-
-
E
H・

(
国
)
円
)
Z
E
2・0
匂
-np-
ロ・

(NE)増
田

V
E
ω
印凹・

(
術
)
前
述
H
3
参
照
。
す
な
わ
ち
、
外
国
(
ポ
ー
ラ
ン
ド
)
に
お
い
て
取
得
し
た
住
所
が
放
棄
さ
れ
て
、
い
ま
だ
ス
イ
ス
に
新
し
い
住
所
を
取
得
し

て
い
な
い
事
例
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
西
ド
イ
ツ
に
あ
る
居
所
を
も
っ
て
住
所
と
さ
れ
る
。

(
加
)
∞
の
呂
・
∞

-
E印
Nw
∞
の
開
叶
∞
口

H唱。
λ山
-
E
H
同・〈
m戸
〈
佐
門
町
岡
市
〆
白
・
白
・
0
・

w〉ロヨ・

(NN)
・
ω・吋
A
T

司ロ・印、吋・〈
m-・
由
巳
門
町
∞
の

Nω
・由・

5
台
・
切
の
何

由コ
H
N
H印
・
前
述
・
注
(
加
)
参
照
。

(
拙
)
∞
の

N・印
-
E
3・
∞
の
開
這
口

ω回目噌∞
-UHU・
〈
・
巴
己
ZRwOH)-nF・
D-(NE)
唱匂・

5
∞
但
し
、
連
邦
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
正
当
な
期
待
が
共

通
住
所
地
法
へ
の
連
結
を
正
当
化
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

(加
)
I
P
R
G第
一
三
三
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
加
害
者
と
被
害
者
が
同
一
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
共
通
常
居
所
地
国
の
法
が
適
用
さ

れ
る
。
ま
た
同
第
二
ニ
二
条
に
よ
る
と
、
当
事
者
は
、
加
害
事
実
の
発
生
後
い
つ
で
も
、
法
廷
地
法
の
適
用
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な

み
に
、
前
注
の
連
邦
裁
判
所
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
不
法
行
為
に
お
け
る
法
選
択
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
場
合
、
客
観
的
連
結
に
よ
っ

て
も
結
論
が
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
い
た
。
切
の
開
申
告
回
出
回
・

ω・
ω
口町・

(
別
)
∞
の
吋

ω・
5
8・
∞
の
開
討
ロ

AF印
w∞-
h
p

∞・〈ぬ戸

UF巾丹
N
r
白
・
白
・
。
ニ
〉
ロ
B
(
N
E
)
w
ω
・
色
町
・
デ
イ
エ
ツ
ィ
は
、
更
に
、
∞
の
昆
-
H
M
-
E巴・
ω』同月

(HSω)
宮町・

ω・
ωお
を
挙
げ
る
。
本
件
は
、
ス
イ
ス
人
間
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
労
務
給
付
地
は
ア
ジ
ス
・
ア
ベ
パ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
連
邦
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
ア
ジ
ス
・
ア
ベ
パ
の
法
な
ど
全
く
知
ら
な
い
し
、
後
に
本
国
に
帰
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
し

て
、
ス
イ
ス
法
を
適
用
し
た
。
フ
ィ
シ
ャ

l
も
、
本
件
を
引
用
し
て
、

I
P
R
G第
一
五
条
の
適
用
に
際
し
て
は
、
当
事
者
の
期
待
が
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
再
び
主
張
し
て
い
る
。
〈
目
印
nv巾
Fou-n-Fw
ロ・

(HUS--℃・

5
・

(加
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U
Z
E
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u
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S
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白
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・

0
・L
5
5
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ω
呂
町
・
但
し
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ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
は
、
以
前
に
は
当
事
者
の
期
待

が
例
外
条
項
の
適
用
を
正
当
化
し
う
る
と
述
べ
て
い
た
。
問
問
E
R
R
-
悶

-R-nz-msm∞E
田
口
的
色
口
百
二
口
席
目
白
色
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ロ
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巾
ロ
句
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R
Z
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E
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g
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P
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5
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m
)
gロ
C
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σ
R
W
W
C℃
-
n
F
ロ・

(Nog-u・
5
H・
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
も
、
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る

I
P
R
G第
一
一
六
条
第
二
項
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
明
言
し
て
い
る
。
∞
2
R
E
'
F
白・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
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(
3
・
ω
-
E町一
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白
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ω
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論

I
P
R
G第
一
五
条
の
適
用
対
象

以
上
の
よ
う
な
一
般
例
外
条
項
の
機
能
に
関
す
る
考
察
か
ら
、

I
P
R
G
第
一
五
条
に
よ
っ
て
連
結
点
是
正
の
対
象
と
な
る
抵
触
規
定
は
、

そ
も
そ
も
最
初
か
ら
一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
が
多
い
。
し
か
し
、
い
か
な
る
範
囲
で
限
定
さ
れ
る
か
に
関
し
て
は
、

4 

争
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
次
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
に
、

I
P
R
G第
一
五
条
第
二
項
は
、
「
法
選
択
が
あ
る
場
合
」
に
つ
い
て
、
一
般
例
外
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
試
案
第
一
四
条
に
対
す
る
批
判
を
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

I
P
R
G
に
お
い
て
法
選
択
が
認
め
ら
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
選
択
さ
れ
た
法
が
事
案
と
最
も
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
選
択

さ
れ
た
法
を
事
後
的
に
一
般
例
外
条
項
に
よ
っ
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
法
と
取
り
替
え
る
こ
と
は
、
全
く
当
事
者
自
治
の
趣
旨
に
反
す
る

(

m

)

(

m

)

 

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
五
条
第
二
項
は
、
当
然
の
事
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

第
二
に
、
契
約
の
客
観
的
連
結
に
関
す
る
第
一
一
七
条
の
よ
う
に
、
最
も
密
接
な
関
係
そ
れ
自
体
を
連
結
点
と
す
る
抵
触
規
定
は
、
論
理

的
に
そ
れ
以
上
の
密
接
な
関
係
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
を
受
け
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
第
一
一
七
条
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
項
と
第
二
項
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
第
一
一
七
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
最
も
密
接
な
関
係
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
当
事
者
の
常
居
所
地
固
ま
た
は
営
業
所
所
在
地
固
に
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存
在
す
る
と
寸
推
定
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
推
定
を
覆
す
た
め
に
、
当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
要
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁

判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
硬
直
的
な
抵
触
規
定
を
修
正
す
る
た
め
に
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
{
初
)

第
一
一
七
条
第
一
項
に
よ
る
修
正
が
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
後
者
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
第
一
一
七
条
第
一
項
に
よ
る
修
正
機
能
が
第
一
一
八
条
か
ら
第
一
二
二
条
ま
で
の
一
定
の
契

約
類
型
に
関
す
る
特
別
規
定
に
ま
で
及
ぶ
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
条
文
の
構
成
か
ら
、
第
一
一
八
条
以
下
の
規
定
は
、

第
一
一
七
条
全
体
に
対
し
て
特
別
規
定
の
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
に
も
、
第
一
一
八
条
は
、
有
体
動
産
の
国
際

的
売
買
に
関
す
る
一
九
五
五
年
六
月
一
五
日
の
ハ

l
グ
条
約
を
指
定
し
て
お
り
、
ま
た
第
一
一
九
条
か
ら
第
一
二
二
条
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

不
動
産
・
消
費
者
契
約
・
労
働
契
約
・
無
体
財
産
権
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
基
づ
か
な
い
規
定
を
行
っ
て
い
る

{m) 

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
一
一
九
条
か
ら
第
一
二
二
条
ま
で
は
、
む
し
ろ
第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
う
る
と
解
さ

(m) 

れ
、
ま
た
第
一
一
八
条
は
、
第
一
条
第
二
項
に
よ
り
、
そ
も
そ
も

I
P
R
G
の
す
べ
て
の
規
定
に
対
し
て
優
先
す
る
。

第
三
に
、
択
一
的
連
結
・
補
充
的
連
結
・
弱
者
保
護
な
ど
の
よ
う
に
、
実
質
法
的
価
値
判
断
を
反
映
し
た
抵
触
規
定
も
、
当
事
者
自
治
の

場
合
と
同
様
に
、
指
定
さ
れ
た
法
が
事
案
と
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の
で
、
一
般
例
外
条
項
の
適
用
を
受

け
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
抵
触
規
定
に
対
し
て
一
般
例
外
条
項
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
法
律
関
係
の
容
易
な
成

(
捌
)

立
・
弱
者
保
護
な
ど
の
法
目
的
が
達
成
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
目
的
を
阻
害
し
な
い

範
囲
で
、
一
般
例
外
条
項
を
適
用
し
う
る
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。

最
後
に
、

I
P
R
G第
一
第
二
項
に
よ
り
、
条
約
に
も
と
づ
く
抵
触
規
定
は
、

I
P
R
G
の
す
べ
て
の
規
定
に
対
し
て
優
先
す
る
の
で
、

(
却
)

当
然
の
事
な
が
ら
、
第
一
五
条
の
適
用
を
受
け
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
条
約
自
体
に
お
け
る
例
外
条
項
と
し
て
は
、
ま
ず
一
九
八

O
年
六

(
加
)

月
一
九
日
の
契
約
債
務
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る

E
C
条
約
第
四
条
第
五
項
お
よ
び
第
六
条
第
二
項
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
更
に
、
相
続
の

北法40(3・169)641



説

準
拠
法
に
関
す
る
一
九
八
八
年
一

O
月
二

O
日
の
ハ

l
グ
条
約
に
お
い
て
、
例
外
条
項
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
(
第
三
条
第

三
項
羽
)
し
か
し
、
ス
イ
ス
が
現
在
ま
で
に
批
准
し
た
条
約
に
お
い
て
は
、
例
外
条
項
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
条
約
に
も
と
づ
く
抵
触
規
定
に

(
舗
)

つ
い
て
は
、
例
外
的
事
案
に
お
い
て
も
、
通
常
の
連
結
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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抗
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但
し
、

Z
G
B
第
二
条
の
適
用
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
何
人
も
、
権
利
の
行
使
お
よ
び
義
務
の
履
行
に
際
し
て
は
、

信
義
お
よ
び
誠
実
に
も
と
づ
い
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
白
な
権
利
の
濫
用
は
、
法
的
な
保
護
を
受
け
な
い
。
」
そ
れ
故
、
報
告
書
お
よ

び
理
白
書
に
よ
る
と
、
契
約
に
お
け
る
法
選
択
は
、
明
ら
か
に
窓
意
的
で
あ
り
、
か
つ
単
な
る
技
巧
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、

Z
G
B
第
二
条
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
∞
。
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0
・w
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)

w

ω
-
N
5・
こ
れ
は
、
他
の
法
選
択
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
H
M
参
照
。

(
加
)
冨
O認
可
・
白
・
白
・
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
日
立
)
・

ω・
ωω
日『・一

ωny者
同
ロ
仏
巾
ア
山
田
・

0
・〉ロ
5
・
(NN8
・
ω

E
『・

(m)
〈・田口
a
-
u
z
Z
2・0
H
)

円一円二口・

(NE)
司
匂
・
∞
吋
・
但
し
、
デ
ュ
プ
ラ
l
は
、
こ
れ
を
草
案
第
一
一
四
条
第
二
項
(
現
第
一
一
七
条
三
項
)
と
草
案

第
一
一
四
条
第
一
項
(
現
第
一
一
七
条
第
一
項
・
第
二
項
)
と
の
関
係
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

(
m
)
ω
円
yd弔問ロ己巾
F
白血・

0
・・〉ロヨ・

(NN8
・
ω
-
g・

(
別
)
〈
包
・

2
n
y
ω
n
y
t司自門同
R
V
但

-
P
0・v
〉ロヨ・

(NNω)
ふ・

8
・
理
由
書
は
、
ま
さ
に
第
一
一
一

O
条
に
つ
い
て
、
第
一
五
条
適
用
の
可
能
性
を
述
べ

て
い
る
。
例
え
ば
、
消
費
者
が
自
ら
売
主
の
営
業
所
所
在
地
に
赴
き
、
そ
こ
で
当
該
国
の
法
規
を
知
り
な
が
ら
、
売
主
と
契
約
を
締
結
し
た
場
合

が
、
そ
れ
に
当
た
る
と
す
る
。
∞
2
R
E
P
-
田・同・

9w
〉ロ
B
-
q
y
ω
・
5
N・
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
案
は
、
そ
も
そ
も
第
一
一
一

O
条
の
要
件
を

充
た
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
捌
)
関

R
E
q
-
印・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・

(Nω
印
)
噌

ω・
同
町
内
・
フ
ォ
ン
・
オ
l
ヴ
ァ

l
ペ
ッ
ク
も
、
択
一
的
連
結
お
よ
び
弱
者
保
護
に
関
し
て
、
同
意
見
で
あ

る
。
〈
O
ロ
O
〈
巾
号

2
r
(、H，
E4-BEM)
唱。匂・門戸・コ・

3
g
・
u-
巴
・
更
に
、
フ
ォ
ン
・
オ
|
ヴ
ァ
!
べ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
択
一
的
連
結
が
例
外
条
項
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の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
は
、
専
門
委
員
の
間
で
は
、
当
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
〈
。
ロ
。
〈
ぬ
号

R-♂
O
匂
-nF-
ロ

(
N
o
g
-
℃・

5
0
ま
た
、
ク
ロ
イ
ツ
ア

1
お
よ
び
プ

l
ハ
!
は
、
渉
外
実
質
法
も
例
外
条
項
の
適
用
を
受
け
な
い
と
す
る
。
同

5
5
R
L・白・
9
・〉ロヨ・
(Nω

日)・

ω・
百
一
切
口
nFR-
白・国
-
0・・〉ロヨ・

(
5
3
・
ω・日
ω
百戸
N

印・

(狐

)
U
Z
σ
Z
F
o
u
-
n
xニロ・
(
N
E
)
w
U

吋
目
的
回
・
デ
ュ
プ
ラ

1
は
、
更
に
、
特
別
留
保
条
款
お
よ
び
第
三
者
保
護
の
規
定
に
も
第
一
五
条
が
適
用
さ
れ

う
る
と
主
張
す
る
。
〈
区
白
R
F
ω
n
y
J
Eロ
広
巾
ア
白
血
・

0
・w
〉
ロ
ヨ
・
(
申
)
・

ω
・
∞
ω
・
前
述
・
注
(
問
)
参
照
。
ま
た
、
択
一
的
連
結
に
つ
い
て
は
、

〈
関
戸
白
z
n
y
回ロ
n
F巾
〆
白
・
出
・

0
・・〉ロヨ・(呂、吋)唱

ω
・
印
ω
司
ロ
-
N
印・

(
加
)
ロ

zu-q・0
匂
-n-F
・D
-
(
N
E
)
咽匂・
ω
N

一同

ZZNR-
同
-
E
・
。
・
〉
ロ
ヨ
・

(Nω

印)・

ω・
5

(
加
)
契
約
の
客
観
的
連
結
に
関
す
る
同
条
約
第
四
条
第
五
項
第
二
文
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
契
約
が
他
の
固
と
よ
り
密
接
な
牽
連
関
係
を
示

す
こ
と
が
事
情
全
体
か
ら
明
ら
か
と
な
る
場
合
に
は
、
第
二
項
、
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
に
よ
る
推
定
は
行
わ
な
い
。
」
ま
た
、
労
働
契
約
に
関
す

る
第
六
条
第
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か

の
法
が
労
働
契
約
お
よ
び
労
働
関
係
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
;
:
:
但
し
、
労
働
契
約
ま
た
は
労
働
関
係
が
他
の
国
と
よ
り
密
接
な
牽
連
関

係
を
示
す
こ
と
が
事
情
全
体
か
ら
明
ら
か
と
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
と
き
に
は
、
当
該
他
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」

以
上
は
、
ド
イ
ツ
語
の
条
文
に
よ
っ
た
。

(
搬
)
相
続
準
拠
法
の
段
階
的
連
結
に
関
す
る
同
条
約
第
三
条
第
三
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
相
続
は
、
被
相
続
人
が

死
亡
の
時
点
に
お
い
て
国
籍
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に
よ
る
。
但
し
、
被
相
続
人
が
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
、
国
籍
を
有
し
て
い
た
国
以
外
の
国

と
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
き
に
は
、
か
か
る
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」

(
加
)
デ
ュ
プ
ラ

1
は
、
二
国
間
条
約
に
お
け
る
例
外
条
項
と
し
て
、
一
九
三
四
年
四
月
二
五
日
の
ス
イ
ス
・
イ
ラ
ン
友
好
条
約
第
八
条
第
三
項
を
挙

げ
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
人
事
、
家
族
お
よ
び
相
続
の
法
に
つ
い
て
は
、
他
方
当
事
国
の
領
土
内
に
い

る
各
当
事
国
の
出
身
者
は
、
そ
の
本
国
法
の
規
定
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
か
か
る
法
は
、
当
該
当
事
国
に
お
い
て
本
国
法
の
不
適
用
が
す
べ
て

の
外
国
人
に
つ
い
て
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
限
り
で
、
例
外
的
に
の
み
、
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
」
ロ
己
u
z
p
o℃
-n-f
ロ
-
C
H
S
-
℃
・
合

北法40(3・171)643
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説

I
P
R
G第
一
五
条
の
効
果

第
一
五
条
の
一
般
例
外
条
項
は
、
そ
の
規
定
の
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
、
例
外
的
に
通
常
の
準
拠
法
の
適

用
を
排
除
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
直
接
的
な
効
果
は
、
当
該
事
案
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書

も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
一
般
例
外
条
項
適
用
の
事
例
が
積
み
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
抵
触
規
定
を
形
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

(
揃
)

、F

「ノ。

論

報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
更
に
、

Z
G
B
第
一
条
第
二
項
を
引
用
し
て
、
例
外
条
項
が
実
務
に
よ
っ
て
、
「
立
法
的
方
法
」
に
し
た
が
い

(
加
)

具
体
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

Z
G
B
第
一
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
法
の
欠
棋
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
「
立

(
捌
)

法
者
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
」
定
立
し
た
で
あ
ろ
う
規
則
に
し
た
が
い
、
判
決
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
裁
判
官
は
、

一
般
例
外
条
項
の
適
用
に
際
し
て
は
、
当
該
事
案
限
り
の
解
決
だ
け
で
は
な
く
、
現
行
法
の
体
系
全
体
か
ら
み
て
、
将
来
の
事
案
に
も
適
用

(
抱
)

す
る
こ
と
が
で
き
る
規
則
を
定
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
例
外
条
項
に
は
、
濫
用
の
危
険
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
般
例
外
条
項
は
、
本
来
、
外
国
法
の
適
用
を
排

(
捌
}

除
す
る
だ
け
で
な
く
、
内
国
法
の
適
用
を
も
排
除
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
が
、
す
で
に
一
般
例
外
条
項
の
先
例
と
さ
れ
る
判
決
に
お
い

(
飢
)

て
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
内
国
法
の
適
用
の
た
め
に
の
み
適
用
す
る
危
険
も
否
定
し
難
い
。
ま
た
、
裁
判
所
が
あ
ま
り
に

(m) 

も
頻
繁
に
一
般
例
外
条
項
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、

I
P
R
G
の
立
法
そ
れ
自
体
の
存
在
意
義
が
危
ぶ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
一

般
例
外
条
項
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
、
不
当
な
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
、
法
律
関
係
性
質
決
定
・
反
致
・
公
序
な

(
初
)

ど
の
総
論
上
の
そ
の
他
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
般
例
外
条
項
は
、
こ
れ
ら
の
疑
わ
し
い
「
自
己
発

(

制

)

(

筋

)

見
的
な
補
助
手
段
」
の
使
用
を
回
避
し
て
、
寸
方
法
的
誠
実
」
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
、
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(
溺
)
∞
O

門印
ny白
内
グ
白
・
白
・
0
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)wω
・
ぉ
一

ω円
E
z
g
σ
q
w
Z
白・白・0・
w〉ロ
5
・(吋)・

ω
-
N∞・

(
加
)
国
O

仲
良
町
白
『
グ
白
・
白
・

9
・
〉
ロ
自
(
吋
)
・
∞
-KH∞一日山門
F
Z
Z
σ
R
-
n
v
?
白
・
白
・
0
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω-N少品。・

(捌
)
Z
G
B
第
一
条
全
体
に
つ
い
て
は
、
前
述
・
注
(
捌
)
参
照
。

(
捌
)
〉
・
開
・
〈
。
口
。
〈
巾
吋
σ巾
nwwω
。
ョ
巾
。
σ凹巾「〈白
Z
O
ロ
由
。
口
同
町
巾

g
z
o同
庁
『
巾
}
ロ
門
紅
白
ロ
ロ
門
同
巾
叶
仲
町
巾
∞
宅
一
回
印
円
守
口

n
o門同巾・円、。口一回目白ロ白

F
H
N
(
E
3一)噌

同
)
・
由
由
{
)
・

(
別
)
前
述
凹

3
、
公
序
条
項
と
の
比
較
参
照
。

(矧

)
U
z
z
m
F
。℃
-n一円ニロ・

(NHg
・
u-HCH
印
・
一
関
口
。
巾
E
g
n
o
u
n
-門・・ロ

(Nωg
・
u-
ロ
∞
一
〈
。
ロ

0
2吋σ
R
F
o
u
-
n
F
-
ロ・

(Nog-
℃
-
E
0・
前
掲

m
2
の
N
A
G
第
八
E

条
第
三
項
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
判
決
参
照
。
し
か
し
、
契
約
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
よ
う
な

傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
前
述
・
注
(
加
)
参
照
。

(m)
意
見
表
明
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
立
法
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
っ
た

o
g包
宮
口
関
口
白
F
E
E
-
白・白・

9
・〉ロヨ・

(ωω)
・
ω
・
凶
}
円
以
(
己
口
一
戸
田
口
一
回
国
ロ
ロ
巾
・

ω司
ω)
・h
F

∞
(
〈
即
己
己
jm片
己
口
一
戸
田
円
訪
問
ロ
ロ
巾
)
・
ブ
ィ
シ
ャ
ー
も
、
す
で
に
一
九
七
一
年
の
報
告
に
お
い
て
、
立

法
が
単
な
る
指
針
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
指
摘
し
て
い
る
。
〈
目
的
nF巾〆白・血・
0
・w
〉ロヨ・

(NN)
・
ω・コ・

(
加
)
〈
2
n
y
q
w
白
・
白
・
。
1
〉ロヨ・

(NN)
・
ω
・
3
・
〈
・
白
ロ

ma
〈。ロ

O
〈巾円
σ巾
nw・0
匂

-
a
f
ロ・

(NC∞)よ
)-NC叶・

(
捌
)
〈
{
R
F
2・
白
・
白
0
・
w

〉ロヨ・

(NN)
・
ω・ゴ・

(
加
)
∞
己
nFqw
国・白・0・
w〉
ロ
ヨ
・
(
巴
叶
)wω
・
怠

お
わ
り
に

属
人
法
の
決
定
基
準
と
し
て
、
本
国
法
主
義
お
よ
び
住
所
地
法
主
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
が
あ
り
、

北法40(3・173)645

い
ず
れ
も
、

い
ず
れ
が
優
れ
て
い

る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
最
近
の
国
際
私
法
改
正
の
動
向
に
お
い
て
も
、
結
局
は
、
旧
法
の
伝
統

(
揃
)

を
原
則
と
し
て
維
持
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
お
け
る
最
も
密
接
な
関

係
の
法
と
し
て
、
住
所
地
法
な
い
し
常
居
所
地
法
は
、
現
実
の
生
活
関
係
の
中
心
が
存
在
す
る
国
の
法
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
国
際
私
法
の
基



説

本
理
念
に
忠
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
安
定
性
お
よ
び
明
白
性
の
観
点
か
ら
も
、
こ
こ
で
い
う
住
所
な
い
し
常
居
所
は
、
実
質
法
上

の
住
所
と
異
な
り
、
国
境
を
越
え
て
変
更
さ
れ
た
場
合
に
初
め
て
、
法
的
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
属
人
法
の
適
格
性
に
欠
け
て

い
る
と
は
一
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
点
で
、
ス
イ
ス
の
新
し
い
国
際
私
法
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I
P
R
G
は
、
更
に
、
住
所
地
法
主
義
を
ド
グ
マ
と
し
て
、
押
し
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
以
上
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
一

定
の
範
囲
に
お
い
て
、
本
国
法
の
適
用
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
従
来
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
対
す
る
誤
っ
た
認
識
、
す
な
わ

(
加
)

ち
在
留
外
国
人
に
対
し
て
は
住
所
地
法
主
義
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
し
て
は
本
国
法
主
義
、
と
い
う
よ
う
な
図
式
と
は
、
厳
格
に
区
別
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
在
留
外
国
人
に
対
し
て
も
、
一
定
の
範
囲
で
本
国
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る

論

し
、
ま
た
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
す
る
本
国
法
の
適
用
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

I
P
R
G
は
、
従
来
の
国
際
私
法
立
法
の
形
式
に
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

一
言
で
い
え
ば
、
方
法
論

他
方
に
お
い
て
、

に
お
け
る
誠
実
き
で
あ
る
。
第
一
に
、
国
際
的
管
轄
、
準
拠
法
お
よ
び
外
国
判
決
・
決
定
の
承
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ

と
が
認
識
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
立
法
に
反
映
さ
せ
た
例
は
、

I
P
R
G
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、
互
い

に
密
接
に
関
連
し
て
、
規
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
例
外
的
事
案
は
、
す
べ
て
が
国
際
私
法
の
総

論
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
可
能
な
限
り
、
個
々
の
条
文
に
お
い
て
、
明
白
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
的
安
定
性

(
捌
)

に
寄
与
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
分
か
り
易
い
立
法
の
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
際
私
法
立
法
は
、
決
し
て
完
壁
な

も
の
で
あ
り
え
ず
、
そ
れ
故
、
い
か
に
詳
細
な
規
定
を
行
お
う
と
も
、
将
来
に
お
け
る
新
た
な
例
外
的
事
案
に
備
え
た
非
常
措
置
が
必
要
で

あ
る
。

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
緊
急
管
轄
に
関
す
る
第
三
条
お
よ
び
一
般
例
外
条
項
に
関
す
る
第
一
五
条
に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
と
り
わ
け
一
般
例
外
条
項
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
の
状
況
を
見
る
限
り
、
決
し
て
過
大
な
期
待
が
抱
か
れ
て
い
る

(
捌
)

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

I
P
R
G
の
構
造
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
例
外
条
項
の
適
用
を
必
要
と
し
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
人
事
・
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ま
た
、
例
外
的
状

一
般
例
外
条
項
は
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
規
定
の
延
長
線

(
湖
)

そ
れ
無
く
し
て
は
、

I
P
R
G
に
お
い
て
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
、

I
P
R
G
の
基
本
理
念
に
重
点
を
置
い
て
、
総
括
を
試
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、

I
P
R
G
も
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
様
々
の
利
害
の

対
立
か
ら
、
妥
協
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
面
は
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、
身
分
の
問
題
に
お
け
る
ス
イ
ス
法
へ
の
反
致
を
認
め
た
第
一
四
条
第
二

そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
の

I
P
R
G
の
構
造
は
、
そ
の
理
念
を
実
現
す
る
に
適
し

家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
最
も
密
接
な
関
係
の
法
と
し
て
住
所
地
法
主
義
が
基
本
に
据
え
ら
れ
て
い
る
し
、

況
は
、
す
で
に
詳
細
な
明
文
の
規
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

上
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
り
、

項
は
、

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(二・完)

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
今
後
は
、

そ
の
運
用
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
叫
叩

)ω
山岳『・出・白・

0
・
〉
ロ
ヨ
・

(
z
e
w
ω
H宮内向・

(
矧
)
同
巾
ぬ
巾
}
淘
白
・
同
・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
窓
)
・

ω-M吋∞・

(
別
)
も
ち
ろ
ん
、
詳
細
な
規
定
方
法
に
も
、
一
定
の
限
界
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

I
P
R
G
に
お
け
る
住
所
お
よ
び
常
居
所
の
使
い
分
け
は
、
厳

密
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
と
財
産
法
、
準
拠
法
と
管
轄
、
こ
れ
ら
の
間
で
は
、
そ
の
持
つ
意
味
は
、

当
然
、
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
H
3参
照
。

(
捌
)
但
し
、
一
部
の
学
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
般
例
外
条
項
が
法
的
安
定
性
を
害
す
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
過
剰
反
応
を
示
し
、

I
P
R

G
が
ま
だ
発
効
し
て
い
な
い
段
階
か
ら
、
予
め
適
用
の
可
能
性
を
極
度
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
感
じ
る
。
〈
m
F
σ
2・同
ZZNRW

国
・
目
・
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
N
ω
日
)
w
m
T
N
戸内内・

(
湖
)
他
方
に
お
い
て
、
従
来
の
契
約
法
に
関
す
る
判
例
は
、
現
在
の

I
P
R
G第
一
五
条
と
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

I
P
R
G第
一
五
条
が

そ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
だ
け
は
、
間
違
い
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
は
、
た
と
え
明
文
の
一
般
例
外
条
項
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
不

文
の
例
外
条
項
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

I
P
R
G第
一
五
条
の
よ
う
な
規
定
だ
け
が
、
例
外
条
項
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ

る
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
ま
だ
早
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
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Grundlegende Probleme des schweizerischen IPR・Gesetzes

Yasuhiro OKUDA' 

Einleitung 

1 Notwendigkeit zur Gesetzgebung 

1. Problematik des NAG - 2. IPR-Bestimmungen in den Entwilrfen zum 

ZGB -3. Entstehungsgeschichte des IPRG -4. Bestimmende Faktoren zur 

Gesetzgebung 

II PersonaIstatut 

1. Der vergangene und gegenwartige Zustand der Inlandsauslander und der 

Auslandsschweizer - 2. Prinzipien des IPRG -3. W ohnsitz und gewohnlicher 

Aufenthalt - 4. Staatsangehδrigkeit - 5. Domizilprinzip - 6. SpezielIe 

Vorbehaltsklausel - 7. Kaskadenanknupfung - 8. Alternative Anknup-

fung -9. Subsidiare Anknupfung -10. Beschrankte Parteiautonomie -11. 

Favor negotii -12. Schutz der Auslandsschweizer -13. Renvoi 

III AIIgemeine AusnahmeklauseI 

1. Entstehungsgeschichte - 2. Tradition in der schweizerischen Rechtspre-

chung und dem N AG -3. Elemente， die bei der Anwendung des Art. 15 IPRG zu 

berUcksichtigen sindー 4.Gegenstande des Art. 15 IPRG -5. Wirkungen des 

Art. 15 IPRG 

Schluswort 

Das schweizerische IPR war fruher nur teilweise im Bundesgesetz vom 25 

6. 1891 betreffend die zivilrechtIichen Verhaltnisse der Niedergelassenen und 

Aufenthalter (NAG) geregelt und beruhte sonst Uberwiegend auf der Rechtspre-

chung. Das neue Bundesgesetz vom 18. 12. 1987 Uber das Internationale Privatre-

cht (IPRG) ist ein groses Werk von 200 Artikeln einschliesIich des internationalen 

Zivilprozesrechts. Diese schweizerische Gesetzgebung ist in }apan wie in den 

anderen Landern schon seit der VeroffentIichung der EntwUrfe sehr bekannt und 

sehr oft erwahnt worden. Ein umfassendes Studium des Schweizerischen IPRG 

befindet sich jedoch bisher noch nicht bei uns. Dieser Aufsatz versucht diese 

*a. o. Professor， Universitat Hokkaido. 
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LUcke auszufUlIen. 

Die N otwendigkeit der Gesetzgebung ( 1 ) ist schon deswegen klar， weil das 

N AG IUckenhaft ist. Die Argumente， das die natioinale Gesetzgebung entweder 

die internationale Rechtsvereinheitlichung oder die f¥exibele Gerichtsentscheidung 

storen kann， sind zurUckgewiesen worden. Eine umfassende Gesetzgebung des 

IPR entspricht dazu der Uberwiegenden Tendenz in Europa. Unter anderem ist 

die Frage des Personalstatutes， welche fruher den IPR-Bestimmungen in den 

EntwUrfen zum ZGB im Weg stand， jetzt im IPRG dahingehend ge1ost， das das 

Domizilrecht als Grundprinzip durchgesetzt werden soll. 

AIs das Personalstatut (II) ist jedoch nicht nur das Recht am Wohnsitz oder 

am gewδhnlichen Aufenthalt， sondern auch das Heimatrecht in bestimmtem 

Umfang anwendbar. Dies ist in der Kaskaden-， alternativen und subsidiaren 

AnknUpfung sowie der beschrankten Parteiautonomie konkretisiert. Der Schutz 

der Auslandsschweizer ist demgegenUber im IPRG zurUckhaltender als im NAG. 

Der Renvoi wurde im Vorentwurf von 1978 grundsatzlich abgelehnt， soll jedoch 

seit dem Regierungsentwurf von 1982 fUr den Personen-und Familienstand inso-

weit immer beachtet werden， als die auslandische Kollisionsnorm auf das schwe-

izerische Recht verweist. Dies kann gegebenenfalls den Zweck der Kaskaden-， 

alternativen und subsidiaren AnknUpfung gefahrden. 

Die allgemeine Ausnahmeklausel (Ill) im Art. 15 IPRG erregt auch in J apan 

Aufsehen. Sie stammt aus der Tradition in der schweizerischen Rechtsprechung 

und dem Art. 8 e Abs. 3 NAG. 1m gegenwartigen IPRG scheint sie jedoch nur 

selten zur Anwendung kommen. Denn die Ausnahmefalle sind im IPRG gut 

vorgeschrieben， und das anwendbare Recht auf einigen Gebieten ist vom Anfang 

an aufgelockert (z. B. objektive AnknUpfung des Vertrags). Art. 15 IPRG kann 

also nur die weiteren Ausnahmefallen regeln， die der Gesetzgeber nicht vorher-

gesehen hat. 
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